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第１章．立地適正化計画の概要 

１－１．立地適正化計画とは 

（１）背景 

わが国では、急速な少子高齢化を背景に、今後加速度的に人口減少が進むことが予

測され、高齢者や子育て世代が安心できる健康で快適な生活環境の実現や、財政面及

び経済面における持続可能な都市経営を可能とすることが大きな課題となっていま

す。 

こうした背景から、住民や民間事業者と行政が一体となってコンパクトなまちづく

りに取り組んでいくため、都市再生特別措置法（以下「法」という。）が一部改正され

（平成 26年 8月施行）、市町村は立地適正化計画を策定することが可能になりました。

（法第 81条第 1項） 

この計画は、都市全体の観点から居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の配置

や公共交通の充実に関する包括的なマスタープランであり、コンパクトなまちづくり

と地域交通の再編との連携による「多極ネットワーク型コンパクトシティ」を目指す

ための計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【出典：国土交通省資料】 

図．立地適正化計画のイメージ 

  

居住誘導区域 

都市機能誘導区域 

立地適正化計画区域 

＝都市計画区域 
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（２）計画の位置づけ 

立地適正化計画は、石川県の都市計画区域マスタープランに即するとともに、本町

の都市計画マスタープランとの調和が保たれ、かつ、都市の防災に関する機能の確保

が図られるように配慮されたものでなければなりません。（法第 81条第 12・13項） 

また、本計画は持続可能な都市づくりを目指すための計画であり、交通や公共施設

管理、商業振興や観光振興、教育、医療・福祉など様々な分野の計画と連携を図りな

がら、集約型の都市構造の構築に向けて適正な誘導施策を実施していきます。 

なお、立地適正化計画が法定の手続きにより公表された時は、本町の都市計画マス

タープランの一部とみなされます。（法第 82条） 

本町における立地適正化計画の位置づけは以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図．穴水町立地適正化計画の位置づけ 
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（３）計画に定めるべき事項 

立地適正化計画には、以下に掲げる必須事項（法第 81条第 2項）を記載するものと

されています。また、必要に応じ以下に掲げる任意事項（法第 81条第 2～11項）につ

いて記載することができます。 

 

（必須事項） 

記載事項 基本的な考え方 

立地適正化計画の区域 ●都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体

を立地適正化計画の区域とすることが基本と

なります。 
立地の適正化に関する基本的な方針 ●中長期的に都市の生活を支えることが可能と

なるようなまちづくりの理念や目標、目指すべ

き都市像の設定とその実現のための主要課題

を整理するほか、一定の人口密度の維持や生活

サービス機能の計画的配置及び公共交通の充

実のための施策を実現するうえでの基本的な

方向性を記載します。 
居住誘導区域 ●人口減少の中にあっても一定のエリアにおい

て人口密度を維持することにより、生活サービ

スやコミュニティが持続的に確保されるよう、

居住を誘導すべき区域です。 
●都市の人口や土地利用、交通、財政の現状と将

来見通しを勘案しつつ、区域内外にわたる良好

な居住環境を確保し、公共投資や公共公益施設

の維持運営などの都市経営が効率的に行われ

るよう定める必要があります。 
都市機能誘導区域 ●医療・福祉・子育て支援・商業等の都市機能を

誘導する区域です。 
●原則として、居住誘導区域内において設定され

るもので、都市機能を都市の中心拠点や生活拠

点に誘導し集約することにより各種サービス

の効率的な提供が図られるよう定める必要が

あります。 
誘導施設 ●都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都

市機能増進施設として設定するもので、当該区

域及び都市全体の人口構成や将来の人口推計、

施設の充足状況や配置を勘案し、必要な施設を

定めるものです。   
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（任意事項） 

記載事項 基本的な考え方 

駐車場配置適正化区域 ●都市機能誘導区域内で、都市機能の誘導・集積

に伴い、自動車流入の集中とともに、歩行者の

往来が予想され、駐車場へ向かう自動車と歩行

者の交錯を生じるおそれが高いエリアにおい

て、歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上

を図るため、駐車場の配置の適正化を図る区域

です。 
跡地等管理区域 ●居住誘導区域外の既存集落や住宅団地等にお

いて、跡地等の適正な管理をするために設定す

る区域です。 
●良好な生活環境の確保や美観風致の維持を図

ることを目指し、当該区域内の跡地等の管理に

係る指針を定めます。 
公共交通等に関する事項 ●居住誘導区域及び都市機能誘導区域の設定と

併せて、居住誘導区域内に居住する人々の都市

機能への交通アクセスを確保する必要があり

ます。 
●このため、交通事業者等の関係者と連携のも

と、公共交通、徒歩、自転車等に関する交通施

設の整備等について総合的に検討し、居住の誘

導のために講ずべき公共交通の確保等の施策

を記載します。 
 

 

（４）計画の策定手続 

市町村は、立地適正化計画を策定しようとする時は、あらかじめ住民の意見を反映

させるために必要な措置を講ずるとともに、市町村都市計画審議会の意見を聴かなけ

ればならないとされています。（法第 81条第 17項） 

また、立地適正化計画を策定した時は、遅滞なく公表するとともに、都道府県に立

地適正化計画の写しを送付しなければならないとされています。（法第 81条第 18項） 
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１－２．穴水町立地適正化計画の策定方針 

（１）策定の目的 

１）計画策定の効果 

人口減少・少子高齢化の進展に伴って、市街地における人口密度の低下が続くと、

日常生活を支える様々なサービスが行き届かなくなり、生活利便性が低下することが

考えられます。 

さらに、郊外・町外への人口流出により、市街地の空き家・空き地が増加するなど、

市街地の居住環境が悪化する恐れもあります。 

また、人口減少、町民の郊外・町外への人口流出は、利用者の減少などから公共交

通のサービス水準にまで影響を及ぼすことも考えられ、様々な日常生活サービス機能

の維持が困難になることが懸念されます。 

立地適正化計画を策定することで、このような問題を解消し、コンパクトシティを

形成することで、日常生活サービス機能や公共交通の利便性が持続・向上し、都市全

体の活性化が期待されます。 

 

２）穴水町における策定の目的 

本町においても、少子高齢化を背景に人口減少や中心市街地部の空洞化が進行して

おり、地域の活力・賑わいが低下しています。穴水駅周辺の中心市街地においても空

き家や空き店舗が増加し、都市全体や地域コミュニティにおける活力低下の進行が懸

念されます。 

その結果、まちなかの人口密度の低下、商業施設の閉店や撤退など都市の活力の低

下・町民の生活利便性の悪化、利用者の減少に伴う公共交通の維持負担の増大が懸念

されます。 

こうした諸問題に対応するには、将来にわたり持続可能な都市構造を構築すること

が求められており、本町においても集約型のまちづくりを目指し、立地適正化計画を

策定するものです。 
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（２）策定体制 

立地適正化計画の策定にあたり、町内外の学識経験者・有識者から構成される「穴

水町立地適正化計画策定委員会」において計画内容の審議を行います。 

また、本計画については、都市計画審議会に諮り、意見聴取を行うほか、町民に対

する計画内容の周知・意見聴取を行うための説明会の開催やパブリックコメントを実

施します。 

なお、町民の意向を調査・把握し、計画策定の基礎資料とするためアンケートを実

施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．策定体制 

  

 外部組織 

意見聴取 意見 素案提示 

穴水町都市計画審議会 

・計画に関する意見の聴取 

・学識経験者、町議会議員など

から構成 

穴水町立地適正化計画策定委員会 

・学識経験者・有識者から構成 

 

 

内容審議 

 穴水町 

事務局（地域整備課） 

・計画策定に係る事務局 

町民への意見聴取 

 町民 
町民意見募集等 

・アンケートによる意向の把握 

・計画内容の周知、町民意見の聴取、計画への反

映（説明会・パブリックコメント） 
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（３）対象区域 

立地適正化計画の区域は都市全体を見渡す観点から、都市計画区域全体を立地適正

化計画の区域とすることが基本とされています。（都市計画運用指針） 

このため、本計画の対象区域は下図に示すとおり、穴水都市計画区域全域（約

1,080ha）とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．穴水町立地適正化計画の対象区域 

  

立地適正化計画区域 

＝穴水都市計画区域全域 
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（４）目標年次・見直しの考え方 

立地適正化計画の検討にあたっては、将来像として概ね 20 年後の都市の姿を展望

しながら考えることが必要とされています。 

また、5 年ごとに評価を行い、必要に応じて立地適正化計画や関連する都市計画の

見直し等を行うことが望ましく、動的な計画として運用すべきであるとされています。

（都市計画運用指針） 

本計画は、2020年度を基準年とし、穴水都市計画マスタープランの目標年次に合わ

せて概ね 20年後の 2039年度を目標年次とします。 

 

 

 

 

 

 

 

また、計画の見直しにあたっては、5 年ごとに評価を行い、将来の人口見通しや財

政見通しを踏まえ、柔軟に見直しを行うものとします。 

基準年次 

2020年度 

目標年次 

2039年度 
計画期間：概ね 20年間 
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第２章．穴水町の現況及び課題 

２－１．現況調査 

（１）人口等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・人口は経年的に減少傾向となっています。 

・上野地区及び内浦地区の２地区では 10％以上の増加率、地蔵坊地区、天神谷地区及

び宇留地地区で、30％を超える高い減少率を示しています。 

・大町地区、川島地区など用途地域が指定されている中心市街地で高い人口密度を示

しています。 

・経年的に年少人口と生産年齢人口が減少する一方、老年人口の増加が顕著となって

います。 

・将来人口の見通しでは、老年人口割合の増加傾向が顕著となっています。 

・人口動態は、死亡が出生を上回る自然減、転出が転入を上回る社会減の傾向を示して

います。 

・通勤の状況からは、本町は就業の場としての性格を有し、通学の状況からは町外へ

の通学者が多くなっていることが伺えます。 
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図．人口、世帯、世帯人員の推移 

 

１）人口・世帯数 

国勢調査による本町の人口、世帯数の推移を見ると、いずれも経年的に減少傾向を

示しています。 

人口は、2010（H22）年には１万人を下回り、2015（H27）年時点では 8,786人とな

っています。また、2005（H17）年を除き調査年ごとに減少率が高くなっており、2010

年から 2015年にかけては、約 10％減少しています。 

世帯数については、減少傾向の中、減少率は 2005年調査時点までは、概ね横ばい状

態でしたが、2010年以降に高くなりました。 

 

表．人口、世帯、世帯人員の推移 

（単位：人、世帯、人／世帯） 

区 分 
1985年 

(S60) 

1990年 

(H2) 

1995年 

(H7) 

2000年 

(H12) 

2005年 

(H17) 

2010年 

(H22) 

2015年 

(H27) 

人 口 13,565 12,831 12,053 11,267 10,549 9,735 8,786 

増 減 率 ( % ) － ▲ 5.4 ▲ 6.1 ▲ 6.5 ▲ 6.4 ▲ 7.7 ▲ 9.7 

世 帯 3,844 3,817 3,794 3,765 3,744 3,659 3,461 

増 減 率 ( % ) － ▲ 0.7 ▲ 0.6 ▲ 0.8 ▲ 0.6 ▲ 2.3 ▲ 5.4 

世 帯 人 員 3.5 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 2.5 

増 減 率 ( % ) － ▲ 4.7 ▲ 5.5 ▲ 5.8 ▲ 5.8 ▲ 5.6 ▲ 4.6 
【資料：各年国勢調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

【資料：各年国勢調査】  
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２）地区別人口の増減 

2005（H17）年から 2015（H27）年における国勢調査に基づく、小地域別人口増減率

を見ると、全町的に人口が減少する中、上野地区及び内浦地区の２地区については

10％以上の増加率を示しています。 

しかしながら、その他の地域では減少が見られ、都市計画区域西部の地蔵坊地区、

天神谷地区及び宇留地地区で、30％を超える高い減少率を示しています。 

【資料:各年国勢調査】     

図．地区別人口増減率図（2005→2015 年）  
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３）人口密度 

2005（H17）年から 2015（H27）における国勢調査に基づく、用途地域内人口密度を

見ると、人口減少に伴い 23.8 人/ha から 19.7 人/ha と大きく減少しており、さらに

2035（R17）年は 14.5 人/ha となり、2005 年と比較すると 30 年間で約 10 人/ha 近く

減少することが予測されています。 

2015 年における小地域別人口密度を見ると、本町において、5.0 人/ha 以上と最も

高い人口密度を示しているのは、大町地区、川島地区などの用途地域が指定されてい

る中心的市街地部となっています。 

一方、山林や農地のみの地域を除き、1.0人/ha未満と最も低くなっているのは、北

七海地区、地蔵坊地区、天神谷地区、宇留地地区、内浦地区、緑ヶ丘地区、七海、麦

ヶ浦、越の原の主に山間部や沿岸部の集落を含む地区です。 

上野地区においては、市街地からは離れるものの、4.0～5.0人/haと周囲の地域に

比べ高い人口密度となっています。 

 

表．人口及び人口密度 

 
【資料：2015 年国勢調査、日本の地域別将来人口推計（2018 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）】 

 

  

行政区域 18,324.0 10,549 0.6 8,786 0.5 5,153 0.3

都市計画区域 1,080.0 4,596 4.3 4,042 3.7 2,938 2.7

用途地域 112.5 2,683 23.8 2,213 19.7 1,629 14.5

総人口
(人)

面積(ha)

過去(2005年)

区域

将来(2035年)現況(2015年)

人口密度
(人/ha)

総人口
(人)

人口密度
(人/ha)

総人口
(人)

人口密度
(人/ha)
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【資料:2015 年国勢調査】 

図．地区別人口密度現況 ※ 

 

※本文中では人口密度の単位を「人/ha」と記載していますが、小地域毎の人口密度の違いを明示するため、

図中の単位は「人/㎢」としています。  
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４）年齢３区分別人口 

国勢調査による本町の年齢３区分別人口（年齢不詳を除く）の推移を見ると、経年

的に年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15～64 歳）が減少する一方、老年人口

（65歳以上）の増加が顕著です。 

2015年時点においては、年少人口割合が約 8％、生産年齢人口割合が約 47％、老年

人口割合が約 46％となっており、生産年齢人口割合と老年人口割合がほぼ同じ割合と

なっています。 

 

表．年齢３区分別人口及び割合の推移（年齢不詳を除く） 
（単位：人） 

区 分 
1985年 

(S60) 

1990年 

(H2) 

1995年 

(H7) 

2000年 

(H12) 

2005年 

(H17) 

2010年 

(H22) 

2015年 

(H27) 

年少人口 

（15歳未満） 

2,609 2,096 1,634 1,270 1,054 859 672 

19.2% 16.3% 13.6% 11.3% 10.0% 8.9% 7.7% 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

8,602 8,035 7,234 6,348 5,706 4,984 4,054 

63.4% 62.6% 60.0% 56.4% 54.1% 51.5% 46.5% 

老年人口 

（65歳以上） 

2,354 2,700 3,185 3,647 3,789 3,829 3,991 

17.4% 21.0% 26.4% 32.4% 35.9% 39.6% 45.8% 

合   計 
13,565 12,831 12,053 11,265 10,549 9,672 8,717 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

【資料：各年国勢調査】 

 

 

【資料：各年国勢調査】 

図．年齢３区分別人口及び割合の推移（年齢不詳を除く） 
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５）将来人口の見通し 

2035（R17）年における将来人口の推計を見ると、総人口は 5,153人、年齢３区分

別人口割合は年少人口が 4.6％、生産年齢人口割合が 37.7％、老年人口が 57.7％と

なっており、老年人口割合の高さが顕著です。 

老年人口割合は、年少人口、生産年齢人口に比べ、変化が小さいです。他の年齢

区分で減少傾向が推計されていることが、その要因であることが推測されます。 

 

表．将来の年齢３区分別人口及び割合の見通し 
（単位：人） 

区 分 
2015年 

(H27) 

2020年 

(R2) 

2025年 

(R7) 

2030年 

(R12) 

2035年 

(R17) 

2040年 

(R22) 

2045年 

(R27) 

年少人口 

（15歳未満） 

672 505 374 300 237 187 150 

7.6% 6.5% 5.5% 5.0% 4.6% 4.3% 4.1% 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

4,109 3,365 2,787 2,318 1,945 1,564 1,235 

46.8% 43.1% 40.7% 38.9% 37.7% 35.7% 33.6% 

老年人口 

（65歳以上） 

4,005 3,931 3,687 3,347 2,971 2,631 2,287 

45.6% 50.4% 53.8% 56.1% 57.7% 60.0% 62.3% 

合  計 
8,786 7,801 6,848 5,965 5,153 4,382 3,672 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
【資料：2015 年国勢調査、日本の地域別将来人口推計（2018 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：2015 年国勢調査、日本の地域別将来人口推計（2018 年推計）（国立社会保障・人口問題研究所）】 

 

  

図．将来人口推計【2020～2045 年】（2015 年は実績値） 
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また、2015（H27）年から 2035（R17）年推計の国勢調査による小地域別年齢３区分

別人口密度の変化を見ると、年少人口では、用途地域内の大町地区で 2.5 人/ha 以上

から 1.5～2.0 人/ha に、川島地区で 2.0～2.5 人/ha から 0.5～1.0 人/ha に大幅な減

少が推計されるほか、用途地域周辺では 0.5 人/ha まで、さらに都市計画区域外縁部

では 0人まで減少する恐れがあります。 

生産年齢人口を見ると、概ね用途地域内では、2.5人/ha 以上は維持することが推

計されるものの、その他多くの地域で減少することが推計されていますが、年少人

口に比べると、いくらか減少の幅は小さいといえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2015 年国勢調査を基に作成】 

図．地区別現況人口密度（2015 年：左）及び将来人口密度予測（2035 年：右）（年少人口）※ 
 
※本文中では人口密度の単位を「人/ha」と記載していますが、小地域毎の人口密度の違いを明示するため、
図中の単位は「人/㎢」としています。 
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【2015 年国勢調査を基に作成】 

図．地区別現況人口密度（2015 年：左）及び将来人口密度予測（2035 年：右）（生産年齢人口）※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2015 年国勢調査を基に作成】 

図．地区別現況人口密度（2015 年：左）及び将来人口密度予測（2035 年：右）（老年人口）※ 

 
※本文中では人口密度の単位を「人/ha」と記載していますが、小地域毎の人口密度の違いを明示するため、
図中では「人/㎢」としています。  
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６）人口動態 

「石川県の人口と世帯」による本町の自然増減及び社会増減の推移を見ると、どち

らも全ての年で減少しています。 

自然動態では、死亡数が出生数を大きく上回る傾向で、2017（H29）年時点における

増減は、▲147人となっています。 

一方、社会増減は、転出が転入を上回る傾向ですが、近年、一定の転入者がおり、

転出者が若干減少傾向にあり、2017 年時点における増減は▲17人となっています。 

 

表．自然動態の推移 
（単位：人） 

区 分 
2007年

(H19) 

2008年

(H20) 

2009年

(H21) 

2010年 

(H22) 

2011年

(H23) 

2012年

(H24) 

2013年

(H25) 

2014年

(H26) 

2015年

(H27) 

2016年

(H28) 

2017年

(H29) 

出 生 55 51 52 39 38 42 29 28 29 33 33 

死 亡 161 157 173 173 148 182 184 183 169 206 180 

増 減 ▲106 ▲106 ▲121 ▲134 ▲110 ▲140 ▲155 ▲155 ▲140 ▲173 ▲147 

【資料:石川県の人口と世帯】 

※各年 10 月 1 日から 9 月 30 日まで 
表．社会動態の推移 

（単位：人） 

区 分 
2007年

(H19) 

2008年

(H20) 

2009年

(H21) 

2010年 

(H22) 

2011年

(H23) 

2012年

(H24) 

2013年

(H25) 

2014年

(H26) 

2015年

(H27) 

2016年

(H28) 

2017年

(H29) 

転 入 341 262 183 268 225 213 245 269 247 218 251 

転 出 420 368 407 337 311 352 329 323 297 302 268 

増 減 ▲79 ▲106 ▲224 ▲69 ▲86 ▲139 ▲84 ▲54 ▲50 ▲84 ▲17 

【資料:石川県の人口と世帯】 

※各年 10 月 1 日から 9 月 30 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：石川県の人口と世帯】 
図．自然動態、社会動態の推移 
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７）通勤・通学動態 

本町の通勤の状況からの流出入人口を見ると、2015（H27）年時点では流出者数 859

人に対し、流入者数が 1,143人となっており、本町は就業の場としての性格を有して

います。 

通勤の流出先では近年輪島市が最も多く、次いで七尾市、能登町の順に多くなって

います。一方流入先は、輪島市が最も多く、次いで能登町、七尾市の順に多くなって

います。 

また、通学の状況からの流出入人口を見ると、2015年時点では流出者数 110人に対

し、流入者数が 40人となっており、町外に通学する者が多くなっています。 

通学の流出先では七尾市が最も多く、次いで輪島市、金沢市の順に多くなっていま

す。流入先は、七尾市が最も多く、次いで能登町、金沢市の順に多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．H27 通勤・通学動態 

 

【資料:H29 都市計画基礎調査】 
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（２）土地利用等 

 

 

 

 

 

 

１）土地利用状況 

本町の都市計画区域（面積 1,080ha）における土地利用の現況は、自然的土地利用

が約 818ha、都市的土地利用が約 262ha となっており、都市計画区域面積に対する割

合は、それぞれ 75.7％、24.3％で、自然的土地利用が都市的土地利用の３倍以上を占

めています。 

自然的土地利用の内訳を見ると、山林が最も多く約 661ha、次いで農地（田・畑）が

約 97haとなっています。同様に都市的土地利用では、宅地が最も多く約 102ha、次い

で公共・公益用地が約 68haとなっています。 

一方、用途地域（面積約 113ha）内では、自然的土地利用が約 11ha、都市的土地利

用が約 102haとなっており、都市的土地利用が約 90％を占めています。 

 

表．土地利用現況        （単位：ha）      

 

 

用途地域内 用途地域外 都市計画区域 

自
然
的
土
地
利
用 

農地 

田 3.7  67.0  70.7  

畑 2.7  23.4  26.1  

小  計 6.4  90.4  96.8  

山林 0.5  660.9  661.4  

水面 0.1  17.3  17.4  

その他の自然地 3.6  38.7  42.3  

小   計 10.6  807.3  817.9  

都
市
的
土
地
利
用 

宅地 

住宅用地 29.7  34.7  64.4  

商業用地 9.7  17.0  26.7  

工業用地 3.1  7.8  10.9  

小  計 42.6  59.4  102.0  

農業用施設用地 0.0  1.0  1.0  

公共・公益用地 17.6  50.6  68.2  

道路用地 18.6  40.8  59.4  

交通施設用地 2.3  1.3  3.6  

その他公的施設用地 3.7  0.0  3.7  

その他の空地 17.1  7.1  24.2  

小   計 101.9  160.2  262.1  

合    計 112.5  967.5  1,080.0  

※四捨五入の関係で計が一致しない場合があります。  

【資料:H29 都市計画基礎調査】  

  

・全町的には自然的土地利用が多くを占める中、穴水駅周辺において用途地域が指定さ

れ、用途地域内では約９割を都市的土地利用が占めています。 

・用途地域内北部及び西部エリアに農地やその他の空地が散在するほか、県道沿いにも

空地が存在しています。 
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【資料:H29 都市計画基礎調査】 

図．土地利用現況 
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２）低未利用地 

本町の都市計画区域内の低未利用地（農地及びその他空地）の状況を見ると、用途

地域内においても、北部及び西部エリアにおいて、農地が存在するほか、その他の空

地が散在しています。 

特に、幹線道路である県道沿いにおいて、大規模な空地が目立っています。 

また、用途地域外の都市計画区域内における空地は、そのほとんどが農地であり、

穴水 IC 周辺の上野地区や麦ケ浦地区沿岸部及び都市計画区域南端志ケ浦沿岸部など

に、比較的まとまって存在しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【資料:H29 都市計画基礎調査】 

図．低未利用地現況図  
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（３）公共交通 

 

 

 

 

 

 

１）公共バス（年間利用者数の推移） 

公共バスの年間利用者数の推移を見ると、合計では 2009 年の年間約 83.7万人をピ

ークに、2013年まで減少傾向が顕著です。その後 2014 年から 2016年にかけては復調

の兆しが見られましたが、伸びは続かず 2019 年には約 47.9万人となっています。 

路線別では、路線転換バスの利用者が最も多く、廃線されたのと鉄道区間利用者の

貴重な交通手段となっていることが伺えます。 

 

表．公共バス年間利用者数の推移 

（単位：人） 

年 次 特急バス 
路線転換

バス 

穴水 

輪島線 
穴水線 鹿島線 大田原線 唐川線 四村線 合 計 

2008年 159,390 394,913 145,849 50,169 10,215 22,046 12,392 － 794,974 

2009年 166,654 439,506 142,699 48,284 9,415 20,904 9,386 － 836,848 

2010年 156,989 372,817 117,899 60,936 9,558 19,599 11,900 － 749,698 

2011年 148,579 330,902 107,055 58,549 7,019 14,196 9,079 － 675,379 

2012年 156,116 294,005 101,461 48,934 7,535 12,101 5,973 － 626,125 

2013年 147,605 230,217 80,012 46,371 8,084 12,977 4,681 － 529,947 

2014年 155,668 259,865 94,442 48,428 7,720 13,281 4,396 5,231 589,031 

2015年 195,615 229,252 112,013 46,351 8,292 14,275 5,148 4,702 615,648 

2016年 171,626 230,629 124,830 50,956 8,391 14,871 3,957 3,618 608,878 

2017年 158,557 224,931 91,439 42,484 6,621 15,472 2,412 2,495 543,578 

2018年 163,009 237,067 90,981 35,451 7,225 16,065 2,357 2,862 555,017 

2019年 147,820 203,889 72,629 33,505 6,535 10,090 2,372 2,432 479,272 

【資料:北陸奥能登バス】 

※ 四村線については、2014年10月から能登観光自動車(株)に業務委託変更 

 

  

・公共バスの年間利用者数は、2009 年をピークに 2013 年まで減少傾向が顕著となって

います。 

・公共バスによって町民の日常的な移動環境は概ね確保されています。 

・町内には穴水駅及び能登鹿島駅が立地しており、年間乗降客数はどちらも減少傾向と

なっています。 
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【資料:北陸奥能登バス】  

※ 四村線については、2014年10月から能登観光自動車(株)に業務委託変更 

図．公共バス年間利用者数の推移 
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２）公共バスの利用圏域 

都市計画区域内の公共バスの利用圏域を見ると、用途地域内のほぼ全域がバス停か

ら半径 300ｍ圏内に含まれており、居住地からバス停までは概ね徒歩圏内にあります。 

都市機能が集積する穴水駅周辺市街地から東西南北に延びる公共バスによって、都

市計画区域内における町民の日常的な移動環境は確保されていると言えます。 

 

【資料：国土数値情報】     

図．公共バスの利用圏域  
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３）鉄道 

のと鉄道においては、2001年には輪島線とも呼ばれていた七尾線の穴水－輪島間を、

2005 年には能登線の穴水－蛸島間全線を廃止し、最盛期には 100kmを超えた営業路線

も現在では第三セクターとして設立されたのと鉄道株式会社が七尾線穴水－七尾間の

みを運行しています。 

本町には、そのうち穴水駅及び能登鹿島駅が立地しています。 

各駅の年間乗降客数の推移を見ると、穴水駅については、2014年まで減少傾向が顕

著でしたが、2015 年には増加に転じました。しかしながら、再び減少に転じ 2019 年

時点においては、約 8.6万人となっています。 

また、能登鹿島駅についても、同様に減少傾向にあり、2010年時点では１万人を超

えていた年間乗降客数は 2019年時点では約 3,300 人まで減少しています。 

2015年 3月には穴水駅に隣接する場所に物産館「四季彩々」が開業し、それにあわ

せて穴水駅舎外観のリニューアルが行われ、2015 年 11 月に道の駅に登録されたこと

もあり、能登地域の観光拠点の一つとして積極的に活用されています。 

また、能登鹿島駅は、「能登さくら駅」の愛称で親しまれ、1999年の第一回中部の

駅百選にも選ばれるなど、春の桜シーズンの際は多くの観光客で賑わいを見せていま

す。 
表．のと鉄道年間乗降客数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図．のと鉄道年間乗降客数の推移  

（単位：人） 

年 次 穴水駅 能登鹿島駅 

2008年(H20) 135,050 9,490 
2009年(H21) 140,160 10,950 
2010年(H22) 127,020 10,220 
2011年(H23) 105,850 7,300 
2012年(H24) 98,550 7,300 
2013年(H25) 91,250 8,030 
2014年(H26) 70,810 4,380 
2015年(H27) 98,550 2,190 
2016年(H28) 94,900 2,920 
2017年(H29) 78,110 2,190 
2018年(H30) 87,235 2,555 
2019年(R1) 86,140 3,285 

【資料:のと鉄道】 
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（４）都市機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・商業施設は主に国道 249 号及び此木地区に集積しており、穴水駅周辺の中心市街地にお

いて商業的な活力低下が見られます。 

・町役場や総合病院、子育て支援施設など、子どもから高齢者まで多くの町民が利用する

公共施設が用途地域東部の崖際に立地しています。 

・要介護者数は増加傾向であり、町内の特別養護老人ホームには常に待機者が存在してい

ます。 
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１）商業施設 

商業施設は、都市計画区域内に 10箇所（スーパー３箇所、コンビニエンスストア４

箇所、薬局２箇所、大型電気店等１箇所）あり、うち用途地域内には７箇所（スーパ

ー２箇所、コンビニエンスストア３箇所、薬局２箇所）立地しています。 

用途地域を除く都市計画区域内には３箇所（スーパー１箇所、コンビニエンススト

ア１箇所、大型電気店等１箇所）立地し、主に国道 249 号沿道及び此木地区に集積し

ています。 

 

図．商業施設の立地状況  
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■小売業販売額の推移 

商業統計調査による 1979（S54）年から 2014（H26）年までの小売業年間販売額密度

の分布の変化を見ると、1979 年には穴水駅周辺の中心商業地が最も高かったものが、

2014 年には此木地区の商業集積地の方が高くなっており、穴水駅周辺の中心市街地に

おいて商業的な活力低下が見られます。 

 

  

1979年の小売業年間販売額密度の分布 

2014年の小売業年間販売額密度の分布 

図．小売業年間販売額密度の分布変化 

大町地区等 

中心商業地 

此木地区 

商業集積地 

【資料：都市構造可視化計画より作成】 
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２）医療機関 

医療機関は、都市計画区域内に８箇所（総合病院１箇所、診療所４箇所、歯科医院３箇

所）あり、うち用途地域内に、７箇所（総合病院１箇所、診療所３箇所、歯科医院３箇所）

立地しています。 

 

 
図．医療機関の立地状況 
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３）子育て支援施設（保育所・認定こども園） 

子育て支援施設は、都市計画区域内に４箇所（保育所１箇所、放課後児童クラブ２箇所、

児童館１箇所）あり、全て用途地域内に立地しています。 

 

 

図．子育て支援施設の立地状況  
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４）教育・文化交流施設（学校、コミュニティセンター等、図書館等） 

学校は、３箇所（小学校１箇所、中学校１箇所、高等学校 1箇所）立地しています。 

コミュニティセンター等は、２箇所（公民館１箇所、コミュニティセンター１箇所）

立地しています。 

図書館等は、３箇所（図書館１箇所、文化ホール１箇所、歴史館１箇所）立地して

います。 

県立穴水高等学校と文化ホール（のとふれあい文化センター）、志ケ浦コミュニテ

ィセンターの３箇所のみ用途地域外で、その他の施設については、全て用途地域内に

立地しています。 

 
図．教育・文化交流施設の立地状況  
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５）高齢者福祉施設 

高齢者福祉施設は、都市計画区域内に５箇所（有料老人ホーム 1箇所、グループホーム

２箇所、ケアハウス１箇所、介護療養型医療施設１箇所）あり、用途地域内に２箇所、用

途地域外に３箇所（此木地区周辺に２箇所、内浦地区に 1箇所）立地しています。 

内浦地区に立地するグループホームについては、バス停から半径 500m の範囲外にあり

ますが、その他の施設についてはバス停から半径 500mの範囲内にあります。 

 

 

図．高齢者福祉施設の立地状況 
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■要介護者数の推移 

2010 年から 2019 年までの 10 年間の要介護者数を見ると、概ね 500～600 人前後で

推移しており、年によってばらつきがあるものの、傾向としては増加しています。 

また、都市計画区域外に位置する町内唯一の特別養護老人ホーム（特養）の待機者

数は、10年前と比較して減少しているものの 0にはなっておらず、常時待機者がいる

状態が続いています。 

 

表．要介護者数と特養待機者の状況 

年 
要介護者数 

（人） 

特養待機者数 

（人） 

2010 年 528 50  

2011 年 539 39  

2012 年 521 54  

2013 年 552 50  

2014 年 568 43 

2015 年 571 43 

2016 年 622 19 

2017 年 616 26 

2018 年 618 31 

2019 年 621 25 

 

 

 

  

【資料：要介護者数は介護保険事業状況報告月報（暫定版）3 月保険者別第 2 表、特養待機者数は穴水町資料】 

図．要介護者数と特養待機者数の推移 

【資料：要介護者数は介護保険事業状況報告月報（暫定版）3 月保険者別第 2 表、特養待機者数は穴水町資料】 
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６）金融機関、農業協同組合、郵便局 

金融機関は３箇所（銀行１箇所、信用金庫２箇所）、農業協同組合は１箇所、郵便

局は３箇所立地しています。 

来迎寺谷簡易郵便局は鉄道駅から離れているものの、その他は用途地域内に立地し

ており、全て鉄道駅から半径 1,000mの範囲内にあります。 

 

 

図．金融機関、農業協同組合、郵便局の立地状況  
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１）地価公示標準地の価格の推移 

本町の３地点（下記参照）における地価公示標準地の 1995（H7）年から 2020（R2）

年までの価格の推移を見ると、全地点において経年的に低下傾向となっています。 

その中でも、他の地点に比べ公示地価が高かったＡ地点のある穴水駅東側近隣商業

地域の下落が目立っており、1995（H7）年に 76,000 円／㎡だったものが、2020（R2）

年には 20,300円／㎡と約７割近く下落しています。 

同様に、Ｂ地点では 6割以上、Ｃ地点では約 5割下落しています。 

 

表．地価公示標準地の価格の推移 
  （単位：円/㎡） 

年 
1995 

(H7) 

1996 

(H8) 

1997 

（H9） 

1998 

(H10)  

1999 

(H11) 

2000 

(H12) 

2001 

(H13) 

2002 

(H14) 

2003 

(H15) 

2004 

(H16) 

2005 

(H17) 

2006 

(H18) 

2007 

（H19) 

Ａ 76,000 70,000 65,000 60,500 58,500 57,500 55,500 53,500 51,200 49,000 46,500 44,500 43,000 

Ｂ 47,000 45,000 44,000 42,500 41,500 41,000 40,000 39,000 38,000 36,800 35,500 34,500 34,000 

Ｃ 30,000 29,000 28,000 27,000 26,000 25,700 25,000 24,000 23,700 23,500 23,200 23,000 23,000 

年 
2008 

(H20) 

2009 

(H21) 

2010 

(H22) 

2011 

(H23) 

2012 

(H24) 

2013 

(H25) 

2014 

(H26) 

2015 

(H27) 

2016 

(H28) 

2017 

(H29) 

2018 

(H30) 

2019 

(H31) 

2020 

(R2) 

Ａ 39,000 36,500 34,500 33,300 32,200 30,300 28,500 26,900 25,400 24,000 22,800 21,500 20,300 

Ｂ 32,300 30,500 28,700 27,800 26,900 26,200 25,000 23,500 22,100 20,900 19,900 18,900 17,900 

Ｃ 22,200 21,500 20,700 20,200 19,800 19,600 19,000 18,300 17,800 17,000 16,300 15,600 14,900 

Ａ：字大町ニ３４番，Ｂ：字川島サ４２番３外，Ｃ： 字川島ろ９７番 

 

 

  

Ｃ 

Ａ Ｂ 

図．地価公示標準地の位置と価格変動率の推移 

・用途地域内の地価は経年的に低下傾向となっています。 

・穴水駅東側の近隣商業地域は他の地点に比べ公示価格は高いものの、下落率が大きく

なっています。 

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

【資料：国土交通省地価公示・都道府県地価調査_1 月時点データ】 
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（６）災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・用途地域指定区域の東側及び南西側の山際に急傾斜地の崩壊特別区域等災害リスク

の高い区域が指定され、そこには町役場をはじめ総合病院や福祉施設等が立地してい

ます。 

・小又川を対象とした洪水浸水想定では、穴水駅周辺の用途地域内のほぼ全域で 0.5～

3.0m の浸水被害が想定されているほか、此木地区一帯で 3.0m 以上の浸水被害が想定

されています。 

・津波浸水箇所は、沿岸部の湾部や真名井川、小又川河口部に広く分布しています。 



穴水町立地適正化計画 

 

38 

 

１）土砂災害 

都市計画区域内の崖崩れ等土砂災害危険箇所の分布状況を見ると、市街地の間近に

山林が立地する本町の特性から、概ね用途地域指定区域の東側及び南西側の山際にお

いて、急傾斜地の崩壊特別区域に指定されている箇所が見られます。 

また、山間地域の谷部においては、同じく急傾斜地の崩壊特別区域に指定されてい

る箇所が多く、土石流特別警戒区域にも指定されるなど、一定の災害リスクを抱えて

いると言えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：H29 都市計画基礎調査】 

図．災害危険箇所の分布状況（がけ崩れ）  
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２）洪水災害 

想定し得る最大規模の降雨（小又川流域の 24時間の総雨量 813㎜）による都市計画

区域内の浸水想定を見ると、小又川を対象とした場合において、穴水駅周辺の用途地

域内のほぼ全域で 0.5～3.0ｍの浸水被害が想定されています。 

また、周囲を山地に囲まれた低地部である此木地区一帯においては、3.0ｍ以上の浸

水被害が想定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【資料：石川県洪水浸水想定区域図】 

図．洪水浸水想定区域（想定最大規模）  
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３）津波災害 

都市計画区域内の津波浸水箇所の分布を見ると、海に面する立地特性からは、沿岸

部の湾部において津波浸水箇所が広く分布しています。 

用途地域内においては、真名井川、小又川河口部に広く浸水箇所が見られます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資料：H29 都市計画基礎調査】   
 

図．災害危険箇所の分布状況（津波浸水想定箇所）  
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（７）住民意向 

 

 

 

 

 

１）調査の目的 

「穴水都市計画マスタープラン」、「穴水町立地適正化計画」の策定にあたり、町

民の意向を調査・把握することを目的として、穴水町に居住する満 18歳以上の町民か

ら 2,000人を無作為に抽出しアンケート調査を実施しました。 

２）調査方法等 

●調査期間：平成 30年 10～12月（配布・回収・集計・分析） 

●配布回収方法：郵送による配布・回収 

●配布数：2,000通  ●回収数：815通  ●回収率：40.8％ 

３）集計結果 

①鉄道やバス等の公共交通の利用状況(１つだけ〇) 

公共交通の利用については、「利用しない」が

59.4％を占め最も割合が高く、次いで、「１年に

１回程度」（10.2％）、「月１～２回程度」（8.5％）

と続きます。 

 

 

 

 

②公共交通を利用しない理由（①で「利用しない」と回答した方が回答） 

公共交通を利用しない理由について

は、ほとんどが「主に自動車を利用する

から」（90.5％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

※無回答は「回答していないもの」、「判読不明」を表します。  

・公共交通の利用機会が少なく、主な移動手段として自動車を利用していることがうか

がえます。 

・高齢者の生活や子育て支援、安全・安心で快適な定住環境の創出が強く求められてい

ます。 

ほとんど毎日, 1.6%
週１～２回程度, 3.8%

月１～２回程度, 8.5%

３か月に１回程度, 4.4%

半年に１回程度, 5.8%

１年に１回程度, 10.2%
利用しない, 59.4%

わからない, 1.8%
無回答, 4.5%

主に自動車を利用するから, 90.5%

主にタクシーを利用するから, 0.8%

主に自動二輪車を利用するから, 0.2%

主に自転車を利用するから, 0.6%

主に徒歩で移動するから, 0.4%

外出はほとんどしないから, 2.7%

その他, 3.3%

無回答, 1.5%
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③穴水駅周辺のまちなかにあればいいと思う施設(３つまで〇) 

回答者が穴水駅周辺にあればいいと思う施設は、「店舗等商業系施設」が 281 件と

最も回答数が多く、次いで、「観光・集客施設」（215件）、「高齢者福祉施設」（212

件）と続きます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④穴水駅周辺にあればいいと思う高齢者にとっての施設(２つまで〇) 

穴水駅周辺にあればいいと思う高齢者にとっての施設は、「健康増進施設」が 252

件と最も回答数が多く、次いで、「デイサービス施設」（249 件）、「養護老人ホー

ム」（232件）と続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

項目 回答数
店舗等商業系施設 281
観光・集客施設 215
高齢者福祉施設 212
病院等医療施設 196
スポーツ・レクリエーション施設 194
劇場、映画館等文化施設 152
公園・広場 130
ホール等交流・集会施設 79
マンション等中高層住宅 68
戸建て住宅 61
相談所等子育て支援施設 61
流通・研究所等産業系施設 47
その他 45
事務所等業務系施設 23

合計 1,764

項目 回答数
健康増進施設 252
デイサービス施設 249
養護老人ホーム 232
診療所・病院 201
生涯学習施設 134
高齢者向け賃貸住宅 131
介護付きマンション 125
その他 20

合計 1,344
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⑤穴水駅周辺にあればいいと思う子育て世代にとっての施設(２つまで〇) 

回答者が穴水駅周辺にあればいいと思う子育て世代にとっての施設は、「放課後児

童クラブ」が 248件と最も回答数が多く、次いで、「相談所等子育て支援施設」（204

件）、「公園・広場」（156件）と続きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥将来の穴水町のイメージ(３つまで〇) 

回答者が考える将来の穴水町のイメージは、「子育て環境や医療・福祉サービスが

充実した生涯暮らしやすいまち」が 298件と最も回答数が多く、次いで、「工場や流

通・研究開発施設など、働く場所がたくさんあるまち」（297 件）、「災害に強く、

防災や防犯に地域で取り組む、安全で安心して暮らせるまち」（257 件）、「水と緑

のうるおいある、住みよい住環境が整ったまち」（246件）と続きます。 

 

 

 

 

298 

297 

257 

246 

219 

176 

123 

98 

91 

82 

70 

66 

29 

0 100 200 300 400項目 回答数
子育て環境や医療・福祉サービスが充実した生涯暮らしやすいまち 298
工場や流通・研究開発施設など、働く場所がたくさんあるまち 297
災害に強く、防災や防犯に地域で取り組む、安全で安心して暮らせるまち 257
水と緑のうるおいある、住みよい住環境が整ったまち 246
豊かな自然や農地が保全され、農林漁業や集落地に活力があるまち 219
交通利便性が高く、周辺から人が集まる観光・広域連携のまち 176
風情あるまちなみや田園風景など、美しい景観があるまち 123
地域のコミュニティ活動や町民のまちづくり活動が活発なまち 98
店舗や事務所などが多く、商業に活力があるにぎやかなまち 91
スポーツ・レクリエーション施設が整い文化・芸術活動が盛んなまち 82
歴史や伝統文化を大切にした、地域の個性や魅力があふれるまち 70
環境への負荷軽減に配慮した、地域環境にやさしいまち 66
その他 29

合計 2,052

項目 回答数
放課後児童クラブ 248
相談所等子育て支援施設 204
公園・広場 156
保育所 141
子育て世帯向け賃貸住宅 117
小児科医院（小児歯科含む） 111
幼稚園 93
小・中学校 71
その他 28

合計 1,169
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２－２．現状分析 

（１）人口等 

 

 

人口・世帯数が経年的に減少傾向にある中、人口密度は高いものの、用途地域を含む

地区での人口減少が目立っており、本来都市づくりを牽引すべき中心市街地部における

活力の低下が懸念されます。 

また、総人口に占める年少人口・生産年齢人口割合が減少する一方、老年人口割合の

増加傾向が顕著で、少子高齢化に伴い、ますますその傾向が強まり、都市の活力を支え

る世代が減少の一途をたどることが予想されています。 

さらに、2035年には用途地域を含む地区での大幅な人口密度の低下、さらに都市計画

区域外縁部においては、年少人口の人口密度が 50 人／ha となる地区も出現するなど、

全町的な人口減少、少子高齢化は、本町の都市づくりにおいて、非常に大きな懸念事項

です。 

 

 

  

まちの活力に影響する人口減少と少子高齢化の進展 

図．2035年における地区別人口密度推計 

【年少人口】（再掲） 
図．将来人口推計【2015～2045 年】（2015 年は実績値）（再掲） 

課題①に関連 
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（２）土地利用等 

 

 

都市的土地利用は用途地域指定区域で全体の９割近くを占めており、用途地域を中心

としたコンパクトな都市づくりが進められていると言えます。 

しかしながら、用途地域内においても、特に幹線道路である県道沿いや沿岸部の臨港

地区などで、大規模な空地が存在している状況です。 

また、用途地域内の農地については、北部、西部エリアに散在しています。 

  

用途地域内でも目立つ未利用地 

図．低未利用地現況（再掲） 図．用途地域指定エリア拡大（再掲） 

課題①,②に関連 
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図．バス路線図 
【資料：北陸鉄道株式会社】 

（３）公共交通 

 

 

 

本町には、のと鉄道穴水駅及び能登鹿島駅が立地するほか、公共バスによる公共交通

が確保されています。 

鉄道の利用者は減少傾向にありますが、能登方面への貴重なルート及び玄関口となっ

ています。 

バス路線は、用途地域内及び山間部・沿岸部の集落地域、さらには金沢市、輪島市方

面と、町内及び広域の移動・連絡を確保しており、都市計画区域内において、山間部を

除き、公共バスによる町民の日常的な移動環境は確保されている状況です。 

ただし、公共バス利用者数は、近年減少傾向にあり、また、総人口の減少、高齢化の

進展などを背景に、公共バスの持続的な維持への影響が懸念されます。 

また、主な路線ルートにおいて、交通結節点である穴水駅をはじめ、穴水総合病院や

町役場など穴水駅周辺の主要な都市機能へはアクセス可能ですが、中心市街地を効率的

にかつ安全・快適に移動できる循環ルートについては、現在のところ確保されていませ

ん。 

 

  

公共バス利用者は、近年減少傾向 課題③に関連 

現状では、中心市街地の循環ルートが未整備 課題③に関連 
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【資料：穴水町 資料】 

（４）都市機能 

 

 

 

本町における医療・教育・福祉施設等の都市機能は、人口が集中する用途地域内に集

積立地しています。 

商業機能に関しては、穴水 IC 以北の此木地区における集積立地が特徴的です。それ

を示すように、小売業年間販売額密度が最も高いエリアが中心市街地から此木地区へ変

化しています。 

また、公共施設については、穴水小学校（校舎）の老朽化が顕著であり、穴水町の将

来を担う子どもたちのため、また、子育て世代等の移住定住を促進する上でも、安全・

安心で快適な学習環境の確保が必要と考えられます。 

 

表．公共施設の築年数 

2019 年時点 

施設名称 建築年度 築年数(年) 

穴水町立穴水小学校（校舎） 1968 年 51 

穴水町役場 1972 年 47 

公立穴水総合病院 1981 年 38 

穴水町立穴水中学校（校舎） 1985 年 34 

 

（５）地価 

 

 

本町の用途地域内における３つの地点の

地価は、いずれも経年的に低下傾向にあり

ます。 

特に大町地区（穴水駅東側近隣商業地域）

においては、３地点の中では最も高い値を

維持しているものの、その他の地点に比べ

下落の傾向が顕著で、ここ約 25年間で約７

割近く下落しています。 

  

用途地域内に集積立地／商業機能は此木地区へ立地 

用途地域内の地価が低下傾向にある中、中心市街地の商業地の下落が顕著 

図．地価公示標準地価格変動率の推移（再掲） 

課題①に関連 

課題①に関連 

老朽化する用途地域内の公共施設 課題②に関連 
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（６）災害 

 

 

概ね用途地域指定区域の東側及び南西側の山際において、急傾斜地の崩壊特別区域に

指定されているほか、山間地域の谷部においても、同様の指定区域が多く、一定の災害

リスクを抱えていると言えます。 

特に多くの町民や子ども、高齢者等が利用する町役場や公立穴水総合病院及び高齢者

福祉施設、子育て支援施設が、用途地域指定区域東側の土砂災害等の災害リスクが高い

エリアに立地している状況です。 

また、沿岸部において津波浸水が、用途地域のほぼ全域において洪水災害が想定され

ています。 

  

 

 

 

 

  

山際、沿岸部、河川に隣接する都市機能はハザードのリスク 

図．災害危険箇所と主要な都市機能の分布状況 

町役場 

総合病院 

高齢者福祉施設 

子育て支援施設 

課題②に関連 
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２－３．立地適正化に向けた課題の整理 

課題①  中心市街地における人口減少と空き店舗、空き地の増加による町の活力低下 

今後も予測される人口減少傾向、さらに、若い世代の定住意向の低さ、中心市街地に

おける空き店舗、空き地の増加や地価下落など、まちの活力低下に直結する大きな課題

が見られます。 

そのため、中心市街地における土地の有効活用をはじめ、特に若い世代の流出を抑制

していくことが必要です。 

さらに、若い世代や働き盛りの世代に対しては、穴水町に暮らし続けたいと思っても

らえるような、中心市街地の魅力向上が求められます。このことは、新たな人口流入促

進や交流人口増を図っていく上でも重要な課題として挙げられます。 

 

課題②  公共施設の老朽化が著しく、維持管理費が増大 

     災害リスクの高い地域に公共施設が立地 

豪雪時における市街地の生活環境の低下 

穴水駅周辺をはじめとする中心市街地には、町役場のほか、小・中学校、総合病院、

保育所、図書館など、子どもから高齢者まで多様な町民が利用する主要な公共施設が集

積立地しており、コンパクトにまとまった使いやすいまちが形成されています。 

そのような中、重要な都市機能である公共施設の老朽化が著しく、今後さらに施設の

維持管理費が増大していくことが懸念されます。 

また、土砂災害リスクの高い地域に立地する公共施設については、安全・安心で便利

に利用できる公共施設として中心市街地への移転・再配置が必要です。 

また、全国的に毎年のように豪雨や豪雪、暴風などによる自然災害が頻発している中、

本町においても 2018 年 2 月に北陸地方を中心とした記録的な豪雪に見舞われ、それに

より、除雪に対して大きな負担が生じました。高齢化やまちなかの人口減少が今後も進

行していくことが予測される中、効率的な除雪等の克雪対策が困難となることが懸念さ

れます。 

 

 課題③  町全域で自動車を運転できない高齢者が増加 

高齢者ドライバーの増加による交通事故の増加 

本町においては、鉄道による広域的な移動と路線バス等による身近な生活圏域内の移

動手段は概ね確保されている状況です。 

また、町内で受けることのできない高度の医療等は、特急バス等を利用して町外の医

療機関で受診されています。 

しかしながら、多くの町民が自動車を利用し公共交通を利用していない状況ではあり

ながらも、今後高齢化率が 50％を超えることが予測される中、高齢による運転免許返納

者の増加により免許を持たない交通弱者が増加すれば、将来的には公共交通の効率的な

運行が必要になると考えられます。 

そのため、高齢者をはじめ、多くの町民の日常の移動手段あるいは二次交通として公

共交通を気軽に利用できるよう、その利便性の向上と利用促進を図っていくことが課題

として挙げられます。 

特に、今後中心市街地等への集約的な都市機能の配置を図っていく場合においては、

郊外部に暮らす町民の利便性確保をはじめ、中心市街地において効率的な移動手段とし

てのバス等公共交通ネットワークの充実を図っていくことも求められます。 
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第３章．立地の適正化に関する基本的な方針 

３－１．まちづくりの基本的考え方 

（１）基本的考え方 

「第２期穴水町まち・ひと・しごと創生総合戦略」や「穴水都市計画マスタープラン」

など、本町の上位関連計画におけるまちづくりの方向性としては、人口減少を町の最重

要課題として捉え、人口減少抑制や交流人口拡大を図るため、里山・里海の豊かな自然

環境との共生を前提として、町の規模に応じた都市整備を進め、「元気」のあるまち、「ふ

れあい」のあるまち、そして「安らぎ」のあるまちづくりの推進で、町民のみならず、

来訪者等にも魅力ある、穴水らしい暮らしの実現を目指しています。 

立地適正化計画においても、その全町的なまちづくりの方向性との整合を図りながら、

効果的な都市機能の誘導、公共交通等による連携により、中心市街地の活性化や集約的

なまちづくりにより、さらに住みよい穴水町の実現を目指すこととし、まちづくりのテ

ーマを次のとおり位置づけます。 

 

＜まちづくりのテーマ＞ 

 

里山里海と共生する、元気・ふれあい・安らぎのあるまち 

魅力にあふれ町民だれもが満足する ～あなみず暮らし～ 
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（２）まちづくりの方針 

まちづくりのテーマや、先に整理した立地適正化に向けた課題等を踏まえ、目指す

べき本町の「まちづくりの方針」を次のように定めます。 

 

 

本町においては、計画的に市街化を図るエリアである用途地域内において適正

な市街地の誘導を継続していくことが、立地適正化計画の趣旨からもまちづくり

の前提となります。 

その中で、本町の中心として発展してきた穴水駅周辺の市街地においては、人

口減少や低未利用地及び空き家、空き店舗の顕在化を踏まえ、中心市街地として

の活性化を総合的に推進していくものとします。 

穴水駅周辺市街地においては、都市機能のさらなる集積を進めながら、高齢者

等に優しく、若い世代に魅力的な生活環境の確保とともに、公共交通の利便性の

向上と利用促進を図りながら、都市機能の適正な配置により、元気に、快適・安

心に、便利に暮らし続けられる生活環境を維持・確保していくものとします。 

さらに、魅力あるまちなか形成をはじめ、豊かな自然環境や資源を活かした産

業活性化等も含め、穴水らしい多様なふれあいを創出するまちづくりを進め、魅

力的なまちづくりを総合的に推進していくものとします。 

また、公共交通による集落部とまちなかのネットワーク確保や、便利で快適な

まちなかの公共交通の充実を目指すものとします。 

 

 

 

 

 

＜まちづくりの方針＞ 

 

魅力と賑わいのある、安全安心の都市空間の形成 

 
※穴水町立地適正化計画においては、穴水駅周辺への集約的・効果的都市機能配置と、公共

交通による集落地等との連携による、コンパクト＆ネットワークのまちづくり を基本に、

全町民の総合的な生活環境の向上を目指すとともに、主に移住・定住促進を目的 とした

効果的な施策の展開を図っていくものとします。 
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３－２．課題解決のための誘導方針の検討 

まちづくりの方針を実現するため、課題解決のための誘導方針を以下のように定めます。 

方針１：魅力とにぎわいのある「中心市街地」への移住・定住の促進 

本町のまちづくり上重要な役割を担っている穴水駅周辺を中心とした中心市街地に

ついて、人口減少の抑制、土地の有効活用、町民の生活利便性向上に資する計画的かつ

集約的なまちづくりの展開を図ります。 

特に、中心市街地に活気を創出するため、若い世代や子育て世代の移住・定住生活ニ

ーズに対応した魅力ある都市機能の集積と充実を図ります。 

また、穴水らしい豊かな農海産物等を活かした、多様な交流による「中心市街地」の

活性化を図ります。 

 

方針２：安全安心な都市空間の形成 

老朽化した公共施設やハザードエリアに位置する公共施設は、町民がいつでも安全に

利用できる施設として機能を維持するため、「穴水町公共施設等総合管理計画」に沿って

統廃合、再配置を図ります。 

また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等災害の危険性が高いエリアをはじめ、ハー

ド・ソフト両面からの総合的な防災対策により、町民誰もが安心に暮らせる災害に強い

都市空間の形成を計画的かつ具体的に推進します。 

 

方針３：公共交通の利便性向上による、車に依存しないまちづくり 

本町の公共交通ネットワーク網を活かしたまちづくりをさらに推進するため、利便性

の向上と利用促進を図るとともに、まちなかにおける循環型交通ネットワークの確保の

検討、歩行者空間の整備などにより、公共交通を軸とした、車に依存しないまちづくり

を推進します。 

また、居住を誘導するエリアと既存集落を結ぶ移動環境を維持・向上させ、郊外部に

暮らす町民の利便性の確保を図ります。 
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３－３．目指すべき都市の骨格構造の設定 

立地適正化に向けた課題やまちづくりの方針等及び穴水都市計画マスタープランの「将

来都市構造」を踏まえ、居住誘導区域や都市機能誘導区域の設定に向けて、本町の目指す

べき都市構造を設定します。 

本町の都市構造上の中心となる「中心商業業務地」及びそれを補完しながら地域住民等

の生活の拠点となる「穴水生活・にぎわい拠点」とともに、町内及び広域・近隣都市間を

連絡する交通網を、「連携・ネットワーク軸」として位置づけます。 

（１）中心商業業務地［穴水駅周辺市街地］ 

本町及び能登地域への玄関口となっている穴水駅を

中心とした穴水駅周辺市街地は、駅の有する交通機能は

もとより、隣接する物産館「四季彩々」、駅前に立地する

「さわやか交流館プルート」、大町地区の商業空間など、

町民の生活に密着しながら、多様な交流の場として機能

しており、活気・交流を創出する本町の中心商業地区と

して位置づけます。 

 

（２）穴水生活・にぎわい拠点［本計画における「まちなか」として位置づけ］ 

用途地域指定エリアのうち、穴水駅から川島地区にか

けての中心商業業務地、その他住居系既成市街地を「穴

水生活・にぎわい拠点」として位置づけます。「穴水生活・

にぎわい拠点」は、中心商業業務地へのアクセス性や既

存都市機能の集積立地を活かした生活利便性の高い暮ら

しの場として、一定程度の人口密度の維持を図ります。 

 

（３）連携・ネットワーク軸［広域都市連携軸・町内連携軸］ 

金沢市等広域的な都市間、近隣都市間を連絡する鉄

道・能越自動車道、国道、県道等について、広域的な連

携を促す「広域都市連携軸」として位置づけます。 

また、上記の両拠点及び集落部を連絡する公共バスに

よるネットワークについて、町民をはじめ来訪者の快適

で便利な移動手段として、かつ各種都市機能の効率的利

用を可能とする「町内連携軸」として位置づけます。 

 

■ 此木拠点／集落地区[穴水都市計画マスタープランにおいて位置づけ] 

此木地区については、穴水都市計画マスタープランの「将来都市構造」において、

商業業務を中心とした拠点の一つとして位置づけています。 

また、町内各地に散在する農村集落（集落地区）については、穴水都市計画マスタ

ープランにおいて「都市整備基本方針」の中で、地域内における生活に必要な都市機

能の確保・維持のほか、公共交通により市街地とのアクセスを確保し、地域住民の生

活利便性の維持を図る地区として位置づけられています。

写真．穴水駅周辺市街地 

写真．穴水輪島線 

写真．穴水市街地用途地域指定エリア 

https://trafficnews.jp/post/45583/image/151109_michinoeki_01
https://cdn.4travel.jp/img/tcs/t/pict/src/37/63/90/src_37639005.jpg?1425561714
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図．都市の骨格構造イメージ 

Ｎ 
※「集落地区」及び「此木拠点」については、

穴水都市計画マスタープランにおいて、位置

づけを行っています。 
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第４章．居住誘導区域の設定 

４－１．居住誘導区域の概要 

（１）居住誘導区域とは 

居住誘導区域は、都市再生特別措置法で「立地適正化計画の区域における人口、土地

利用及び交通の現状及び将来の見通しを勘案して、良好な居住環境が確保され、公共投

資その他の行政運営が効率的に行われるように定めるもの」と規定されています。 

都市計画運用指針では、「人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を

維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を

誘導すべき区域」とされています。 

  

用途地域 

居住誘導区域 

※居住誘導区域は、原則として都

市機能誘導区域の周辺地域に指

定される区域です。 

図．居住誘導区域のイメージ 
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４－２．居住誘導区域の検討 

（１）居住誘導区域の設定方針 

 

 

穴水駅周辺市街地については、本町の生活・にぎわい拠点として、町役場等行政中枢

機能をはじめ、総合病院や文化・交流施設、各種商業業務施設等の都市機能の集積立地

を今後も維持・向上しながら、鉄道、バス等の公共交通による地域との連携を図り、だ

れもが暮らしやすい居住空間の形成を図っていくものとします。 

そのため、計画的な土地利用及び建築物等の適正な立地誘導が可能な用途地域指定

区域を基本に、居住誘導区域の検討を行います。 

  
用途地域が指定されている穴水駅周辺市街地を居住誘導区域の基本とする 

図．用途地域、都市機能の立地状況 

■方針１：穴水駅周辺市街地における集約的なまちづくりの推進 
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穴水駅周辺市街地について、安全・安心な暮らしを確保するため、災害リスクの

高い区域については、用途地域内であっても積極的に居住を誘導することはふさわ

しくありません。 

従って、以下に示す災害に対して危険な区域については、原則として居住誘導区

域には含まないものとします。 

 

【災害リスクの高い区域】 

●土砂災害特別警戒区域 

急傾斜地崩壊特別区域、土石流特別警戒区域 

 

●土砂災害危険箇所 

急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険渓流、土石流危険区域 

 

●津波浸水箇所 

 

土砂災害警戒区域（急傾斜地崩壊区域、土石流警戒区域）が含まれる区域につい

ては、土砂災害の対策工事の推進を関係機関に要請するとともに、情報伝達体制の

強化、避難地等の住民への周知徹底など、ハード・ソフト両面からの総合的な土砂

災害への対策を図り、十分な安全性を確保することとします。また、警戒区域内の

要配慮者利用施設は、地域防災計画にその名称及び所在地を記載するとともに、土

砂災害に関する情報などの伝達方法を定め、施設管理者等にあっては、「避難確保

計画」を作成し、その計画に基づいて避難訓練を実施します。 

また、洪水浸水想定区域については、すでに市街地が形成されている区域につい

て、河川の堆積土砂の除去による浸水対策や、建築物の地盤のかさ上げ、浸水時に

も施設機能を確保するための構造的な検討、避難誘導標識・案内板の整備による避

難路の確保などの対策を進めます。また、防災行政無線をデジタル化して個別受信

機を全戸配布することや、エリアメールによる通信端末への通知、Ｌアラートによ

るテレビやラジオでの通知など、防災情報周知の迅速化・多様化に向けたソフト対

策を進めることで、浸水災害対策を総合的に行い、十分な安全性を確保することと

します。 

  

災害リスクの高い区域は、原則として居住誘導区域に含めない 

■方針２：安全・安心な暮らしの確保 

■居住誘導区域に含める場合の防災対策 
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図．洪水浸水想定区域（想定規模最大）、土砂災害（特別）警戒・危険区域と施設の立地状況 
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図．洪水浸水想定区域（想定規模最大）、土砂災害（特別）警戒・危険区域と避難所の立地状況 

【資料：穴水町指定避難場所】 
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図．津波浸水想定区域、土砂災害（特別）警戒・危険区域と施設の立地状況 
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図．津波浸水想定区域、土砂災害（特別）警戒・危険区域と避難所の立地状況 

【資料：穴水町指定避難場所】 
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用途地域に指定されているエリアのうち、海側及び穴水駅西側においては、準

工業地域が指定されています。加えて海側の準工業地域内には、臨港地区が指定

されています。 

臨港地区は、都市計画法で定められた地域地区の一つで、港湾を管理運営する

ために定められる地区であり、居住誘導区域に含めないことが適切ではないと考

えます。 

また、準工業地域については、比較的小規模な工場等と住宅、店舗等の混在立

地が可能な地域ですが、住居系用途地域への居住を誘導し、より良好な居住環境

を確保していくため、積極的に居住を誘導する区域とは捉えず、居住誘導区域に

は含めないものとします。（※居住誘導区域に含まない準工業地域内において、住

宅の立地を制限するものではありません。） 

ただし、国道 249号沿道において沿線上に指定された準工業地域（役場口交差

点から小又川までの区間）においては、沿線の住居系用途地域内の居住者の生活

利便を図るエリアとして、居住誘導区域に含めることとします。 

 

駅西側の準工業地域に隣接する第二種中高層住居専用地域については、住居専

用地域にも関わらず、未利用地（農地、その他空地、その他の自然地）が多く、

道路が未整備で住宅の立地が困難であることから、居住誘導区域からは除外しま

す。 

 

  

原則として、臨港地区を含む準工業地域は、居住誘導区域に含めない 

■方針３：適切な居住誘導による良好な居住環境の確保 

駅西側の準工業地域に接する第二種中高層住居専用地域は居住誘導区域に含めない 

図．用途地域内の土地利用現況 

未利用地が多く 

見られるエリア 
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図．臨港地区を含む準工業地域の指定区域 
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表．居住誘導区域の設定方針のまとめ 

含まない（候補とする）区域 本町における状況 

含
ま
な
い 

・市街化調整区域 ⇒該当なし 
⇒用途地域外は区域の候補地
から除外（方針１） 

・建築基準法の災害危険区域のうち、条例により住宅
の建築が禁止されている区域 

⇒該当なし 

・農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域また
は農地法の農地もしくは採草放牧地の区域 

⇒用途地域内に該当なし 

・自然公園法の特別地域 
・森林法の保安林の区域 
・自然環境保全法の原生自然環境保全地域または特別

地区 
・森林法の保安林予定森林の区域 
・森林法の保安施設地区または保安施設地区に予定さ

れた地区 

⇒用途地域内に該当なし 

原
則
、
含
ま
な
い 

・土砂災害特別警戒区域 

（急傾斜地崩壊特別区域、土石流特別警戒区域） 

⇒区域から除外する（方針２） 

・土砂災害危険箇所 

 （急傾斜地崩壊危険区域、土石流危険渓流、土石流危

険区域） 

・津波災害特別警戒区域 ⇒該当なし 

・災害危険区域 

・地すべり防止区域 

災
害
に
対
す
る
対
策
等
を
勘
案

し
、
含
め
る
か
ど
う
か
を
総
合

的
に
判
断
す
る 

・土砂災害警戒区域 

（急傾斜地崩壊区域、土石流警戒区域） 

⇒総合的な土砂災害対策によ

り、一部を区域に含める（方

針２） 

・洪水浸水想定区域 ⇒総合的な浸水災害対策によ

り、区域に含める（方針２） 

・津波災害警戒区域 ⇒該当なし 

・津波浸水箇所 ⇒区域から除外する（方針２） 

・都市洪水想定区域、都市浸水想定区域 ⇒該当なし 

慎
重
に
判
断
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い 

・工業専用地域、流通業務地区等、法令により住宅の建

築が制限されている区域 

⇒用途地域内に該当なし 

・特別用途地区、地区計画等のうち、条例により住宅の

建築が制限されている区域 

⇒臨港地区を含む準工業地域

についても、原則として区

域から除外（方針３） 

・過去に住宅地化を進めたものの居住の集積が実現せ

ず、空地等が散在している区域であって、人口等の将

来見通しを勘案して今後は居住の誘導を図るべきで

はないと市町村が判断する区域 

⇒穴水駅西側の準工業地域に

接する第二種中高層住居専

用地域を除外（方針３） 

・工業系用途地域が定められているものの工場の移転

により空地化が進展している区域であって、引き続

き居住の誘導を図るべきではないと市町村が判断す

る区域 

⇒用途地域内に該当なし 
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これまでの居住誘導区域の設定方針を踏まえながら、本町における市街地整備

や土地利用の状況等を総合的に判断し、居住誘導区域を設定します。 

なお、居住誘導区域の区域線の考え方は以下のとおりです。 

 

①都市計画等により定めた用途地域、道路等都市施設の区域、土地区画整理

事業施行区域界など、明確な境界が判断できる区域とします。 

②区域境界が明確に判断できるよう、地形地物（道路、河川、構造物等の線）

に基づいた区域とします。 

③その他、土地境界線等に基づいて設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■区域の境界の調整 
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（２）居住誘導区域の設定 

これまでの検討を踏まえ、居住誘導区域を以下のとおり設定します。 

 

図．居住誘導区域 

【居住誘導区域】 

区 域 面 積     ：約 61.5ha 

用途地域面積    ：約 112.5ha 

用途地域に対する割合：約 54.7％ 

区域内人口     ：1,483 人(2015 年時点) 
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用途地域 

居住誘導区域 

図．都市機能誘導区域のイメージ 

※都市機能誘導区域は、原則とし

て居住誘導区域の内側に指定さ

れる区域です。 

都市機能誘導区域 

第５章．都市機能誘導区域の設定 

５－１．都市機能誘導区域の概要 

（１）都市機能誘導区域の位置づけ 

都市機能誘導区域は、居住誘導区域内において設定される、医療・福祉・子育て支援・

商業等の都市機能を誘導する区域で、これら都市機能を集約することにより、効率的な

サービスの提供が図られるように定められます。 
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既存の各種都市機能の立地状況等を踏まえ、都市機能誘導区域については、穴水

駅周辺の中心市街地において、現状機能の維持や生活環境の向上に向けて都市機能

の立地適正化を推進していくものとします。 

５－２．都市機能誘導区域の検討 

（１）都市機能誘導区域の設定方針 

 

 

    

現状の都市機能の立地状況を踏まえて設定 

■方針１：既存施設の立地状況を踏まえた都市機能の誘導 

図．居住誘導区域及び中心市街地の都市機能の立地状況 
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公共交通（鉄道及びバス）の結節点となる穴水駅を中心とした本町の核エリアに

おいて、高齢者をはじめ多様な人々が歩いて回遊できる、賑わいのある交流空間の

創出を図り、魅力的で、だれもが便利に快適に利用できるまちなかを形成すること

が重要です。 

そこで、穴水駅周辺の商業系用途地域を軸としながら、安全・安心に、快適に歩

いて回遊できる徒歩回遊圏(*)（穴水駅を中心に半径 500ｍ圏内）のまちなかエリア

を都市機能誘導区域の基本とし、さらに、エリアとして一体的なまちづくりが効率

的に行えるよう、分断要素である河川や鉄道との境界や、用途地域界等により区分

しながら都市機能誘導区域を設定し、計画的な都市機能の立地誘導を図っていきま

す。 

  

穴水駅周辺市街地の商業系用途地域を軸に、 

徒歩回遊圏や市街地の一体性・区域の明確性から都市機能誘導区域を設定 

■方針２：公共交通の拠点となる穴水駅周辺の魅力、賑わいの創出 

(*)徒歩回遊圏：一般的な徒歩圏は、「鉄道駅から徒歩 20 分（直線距離で１km）」と言われて

います（「アクセシビリティ指標活用の手引き（案）」［平成 26 年、国土技術

政策研究所］）。 

本町においては、高齢者をはじめ、幼い子ども連れの方も、余裕を持って歩

ける範囲、また、駅を起点に再度駅に戻るという回遊性のある、安全・安心

で快適なコンパクトなまちなか形成を図るため、一般的な徒歩圏の半分の穴

水駅から半径 500ｍ圏内を徒歩回遊圏と設定し、都市機能誘導区域設定の根

拠の一つとします。 

駅から半径１km 

鉄道駅 

一般的な徒歩圏の考え方 

「鉄道駅から半径１km 圏内」 

高齢者や幼い子ども連
れの方にとっては、回
遊するには困難な距離 

安全・安心で、快適に
歩いて回遊できるコン
パクトなまちなか 

 

駅から半径 500m 

穴水町における徒歩回遊圏の考え方 

「鉄道駅から半径 500ｍ圏内」 

まちなかを徒歩で 
回遊できる 

駅を起終点に 
回遊できる 
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図．穴水駅を中心とした都市機能誘導区域検討範囲 

商業系用途地域 
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都市機能の誘導にあたっては、配置上利便性の高い場所に誘導し、公共交通等に

よる機能間のネットワークの形成を図るなど、町民のスムーズで便利なアクセスを

確保することが求められます。 

そこで、穴水駅周辺市街地を通る居住誘導区域内の都市計画道路沿道に都市機能

を誘導・配置していくこととし、既存の沿道立地型商業施設や医療機関等と合わせ、

計画的かつ集約的な都市機能の立地誘導を図っていきます。 

  

■方針３：都市計画道路等幹線道路を軸とした都市機能の集約 

居住誘導区域内の都市計画道路等幹線道路沿道への必要な都市機能配置 

図．幹線道路沿道の都市機能の立地状況 

都市機能の誘導配置を 

図る市街地幹線道路 
（※居住誘導区域内） 
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（２）都市機能誘導区域の設定 

これまでの検討を踏まえ、都市機能誘導区域を以下のとおり設定します。 

  

図．都市機能誘導区域 

【都市機能誘導区域】 

区 域 面 積     ：約 44.3ha 

用途地域面積    ：約 112.5ha 

用途地域に対する割合：約 39.4％ 

区域内人口     ：1,026 人(2015 年時点) 
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５－３．誘導施設の設定 

（１）誘導施設の概要 

１）基本的考え方 

誘導施設とは、都市機能誘導区域内に立地を誘導すべき施設です。 

誘導施設は、都市機能誘導区域及び都市全体における現在の年齢別の人口構成や将

来の人口推計、施設の充足状況や配置を勘案し、必要な施設を定めることが望ましい

とされています。 

 

２）留意すべき事項 

都市計画運用指針では、誘導施設を設定する際には、以下のことに留意することと

されています。 

○誘導施設の充足 

・都市機能誘導区域外において、当該誘導施設が立地する際には、届出を要するこ

とに留意し、誘導施設が都市機能誘導区域内で充足している場合等は、必要に応

じて誘導施設の設定を見直すことが望ましいとされています。 

・誘導施設が都市機能誘導区域外に転出してしまう恐れがある場合には、必要に応

じて誘導施設として定めることも考えられるとされています。 
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（２）誘導施設の検討 

１）都市機能ごとの誘導施設の誘導方針 

前項で示した誘導施設について、それぞれ誘導方針を示しながら、本町における都

市機能としての位置づけを整理します。 

①商業施設 

・売場面積が 250 ㎡未満 ※の規模の生鮮食品、日用品などを販売する商店（コンビ

ニエンスストアや住宅併用の個人商店のような施設が該当）については、中心市

街地の賑わい創出や中心市街地に暮らす住民の日常生活を支える施設であるこ

とから、都市機能誘導区域内の空き店舗や低未利用地の有効活用も含め、新規店

舗の立地誘導を図ります。 

・なお、都市機能誘導区域外に立地する此木地区の既存商業施設については、都市

機能誘導区域内への移転を促進するものではなく、町民の利便性や地域の活力維

持の観点から、その機能維持を図っていくものとします。 

※商業統計調査（経済産業省）における「コンビニエンスストア」の面積区分 

②金融機関 

・現金の引出・振込・預入が可能な窓口機能のある金融機関については、日常生活

に不可欠な都市機能ですが、都市機能誘導区域内に一定の立地が見られること、

また、同様の機能を有する郵便局、農協等についても、その他各地域においても

必要不可欠な施設であるため、誘導施設には位置づけず、広く町民の利便性を確

保していくものとします。 

③医療機関 

・医療機関のうち病院については、公立穴水総合病院が立地していますが、現状で

は、土石流警戒区域、急傾斜地の崩壊区域及び津波浸水箇所に含まれていること

から、必要かつ重要な都市機能として、都市機能誘導区域内の安全な場所への誘

導立地を進めます。 

・診療所については、まちなかへの子育て世代や高齢者の定住を促進する上で必要

となる生活環境を確保するために重要な施設であり、地域住民への医療サービス

の持続的な提供、さらなる機能拡充を目指します。 
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④子育て支援施設 

・子育て支援施設は、若い世代の暮らしを支援し、本町における若い世代の流出抑

制、UIJ ターン促進に寄与する施設として重要であることから、都市機能誘導区

域内への立地誘導を図ります。 

・中でも、土石流危険区域等に含まれる施設については、子どもたちの安全確保の

観点から、都市機能誘導区域内の安全な場所への立地誘導を図ります。 

⑤高齢者福祉施設 

・今後高齢者の増加が見込まれる中、当該施設の必要性は益々高くなると考えられ

ることから、高齢者が安心してまちなかに暮らせる生活環境として必要な高齢者

福祉施設は、都市機能誘導区域内の低未利用地等を有効に活用しながら、適切に

立地を誘導していくものとします。 

⑥教育施設 

・教育施設は、子育て世代の暮らしやすい生活環境確保のため必要な施設であり、

子どもや親世代の定住を促進するため、その機能維持・向上を図ります。 

・小中学校については、児童数の減少や老朽化が進む施設を一体化して再配置し、

都市機能誘導区域内の公共用地の有効活用を図ります。 

⑦文化・交流施設 

・都市機能誘導区域内における教育文化・交流の場であり、災害時の避難拠点とな

る「さわやか交流館プルート」は、複合型交流施設（文化施設、交流施設、図書

館）として町内外の様々な交流を生み出す中心市街地の核となる施設であること

から、物産館「四季彩々」とも連携し、交流機能の維持・向上を図っていくもの

とします。 

⑧行政施設 

・行政施設については、施設が老朽化していることから現位置での耐震補強等を行

うこととしていますが、将来的には土砂災害のリスクが低いエリアへ行政機能を

誘導していくことなど、今後検討を進めていきます。  
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２）誘導施設の設定 

前項の「都市機能ごとの誘導施設の誘導方針」を踏まえ、本計画において誘導施設

に位置づける施設は下表のとおりとなります。 

表．誘導施設への位置づけの有無 

区 分 施  設 定   義 
誘導施設への

位置づけ※ 

①商業施設 

百貨店 ― × 

複合型商業施設（ショ

ッピングモール等） 
― × 

スーパー等（店舗面積
1,000 ㎡以上） 

大規模小売店舗立地法第 2 条第 2 項に規定する店舗面
積 1,000 ㎡以上の商業施設であり、主に食品を取り扱
うもの 

× 

近隣の商店・コンビニエ
ンスストア等（売場面積
250㎡未満） 

生鮮食品、日用品などを販売する商店（売場面積 250
㎡未満） 

〇 

②金融機関 銀行等の金融施設 
銀行法、信用金庫法、労働金庫法、農林中央金庫法、
株式会社商工組合中央金庫法に基づく金融機関 

× 

③医療機関 
病院 医療法第１条の 5 第 1 項に定める病院 〇 

診療所 医療法第１条の 5 第 2 項に定める診療所 〇 

④子育て支

援施設 

保育所 児童福祉法第 39 条第 1 項に定める保育所 〇 

認定こども園 
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供
の推進に関する法律第 2 条 6項に定める認定こども園 〇 

放課後児童クラブ 児童福祉法第 6 条の 3 第 2 項に定める事業所 〇 

児童館 児童福祉法第 40 条に規定する児童厚生施設 〇 

子育て世代包括支援セ
ンター 

母子保健法 第 22条 2 項に定める施設 〇 

⑤高齢者福

祉施設 

有料老人ホーム 老人福祉法第 29 条第 1 項に定める施設 〇 

グループホーム 
介護保険法第 8 条第 20 項に定める「認知症対応型共
同生活介護」についてのサービスを提供する施設 

〇 

サービス付き高齢者向
け住宅 

高齢者住まい法第 5 条第 1 項に定める施設 〇 

ケアハウス 老人福祉法第 20 条の 6 に定める施設 〇 

⑥教育施設 

幼稚園 学校教育法第１条に定める幼稚園 × 

小学校 学校教育法第１条に定める小学校 〇 

中学校 学校教育法第１条に定める中学校 〇 

高等学校 学校教育法第１条に定める高等学校 × 

中等教育学校 学校教育法第１条に定める中等教育学校 × 

大学 学校教育法第１条に定める大学 × 

高等専門学校 学校教育法第 1 条に定める高等専門学校 × 

専修学校 学校教育法第 124 条に定める専修学校 × 

⑦文化・交

流施設 

図書館 図書館法第 2 条第１項に定める図書館 〇 

博物館 
博物館法第 2 条第 1 項に定める博物館、博物館法第 29
条に定める博物館相当施設 

× 

美術館 博物館法第 2 条第 1 項に定める美術館 × 

水族博物館 博物館法第 2 条第 1 項に定める博物館(水族博物館) × 

文化施設 観光やまちなかの賑わいを創出する文化施設 〇 

交流施設 
地域住民の相互交流を目的とし、文化・交流・コミュ
ニティ活動を支える施設 

〇 

⑧行政施設 本庁舎、支所 地方自治体の事務を取り扱う施設 〇 

※ 〇：誘導施設に位置づける、×：誘導施設に位置づけない 
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第６章．立地適正化計画の推進 

６－１．誘導施策 

（１）基本的な考え方 

居住誘導区域における居住の誘導及び都市機能誘導区域における誘導施設の立地誘

導を図るため、「３－２ 課題解決のための誘導方針の検討」で示した、３つの方針に沿

って、以下に示す各種施策の実施により、本計画を推進します。 

 

（２）本町が取り組む立地適正化計画推進のための施策 

１．魅力とにぎわいのある中心市街地への移住・定住の促進策 

１－１ 子育て世代等への移住・定住支援事業 

（移住定住促進奨励金、I ターンファミリー移住暮らし応援補助金等） 

◆特に子育て世代等を対象とした奨励金等による移住定住を支援し、新たな移住・定

住者の増加による人口減少の抑制を進め、町の活性化を図ります。 

◆町への移住者については、窓口で積極的に居住誘導区域内への居住地を推薦するこ

とにより、特に居住誘導区域への移住を推進します。 

 

１－２ 子育て世代包括支援センターの設置                     

◆妊婦期から子育て期にわたる切れ目のない子育て支援を行う拠点として、子育て世

代包括支援センターを設置します。また、医療機関との連携の観点から、公立穴水

総合病院の移転検討と併せて、将来的に中心市街地への移転も検討します。 

 

 

１－３ 病児対応型保育施設整備事業                         

◆子どもが病気にかかってしまい保育所等に預けることができないときなど、専用の

保育室において専任の保育士・看護師が保護者

に代わって一時的に保育・看護を提供する病児

対応型保育施設の整備を図り、子育て世代が安

心して暮らせる環境づくりを推進します。 

  

https://1.bp.blogspot.com/-zueba1hSPTg/VuKEKmMdb5I/AAAAAAAA4xs/D07fmUdYPm46hfgyvA9LYM5q62y5VfAKw/s800/tomobataraki_family.png
https://4.bp.blogspot.com/-RKKNlmaMLJo/U5hUIMX1PHI/AAAAAAAAhFA/XrMLhn5OXq8/s800/hatsunetsu_kodomo.png
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１－４ 穴水駅前の空き店舗を活用した起業支援                  

◆空き地や空き店舗を利活用した、町内の新たな仕事の創出・起業に対する支援を充

実し、中心市街地の低未利用地の充足により、まちの活力を高めます。 

◆「あなみず未来づくり支援事業」により、イベント開催や多様な交流の場の創出な

ど、まちづくりの担い手の育成を図ります。 

 

１－５ 中心市街地への高齢者福祉施設の立地誘導                  

◆誘導施設として検討している都市機能の中でも、施設の空室待ちになっており、現

在中心市街地に不足している高齢者福祉施設については、グループホーム等の小規

模な施設を誘導して、施設の充足を図ることを検討します。 
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２．安全安心な都市空間の形成策 

２－１ 老朽化している公共施設の更新・再編に向けた検討             

◆老朽化が進行し、更新の時期を迎えている公共施設については、町民がいつでも安

全安心に利用できる施設として最適な状態を維持するため、「穴水町公共施設等総

合管理計画」の方針に沿って更新・再編に向けた検討を行います。 

 

２－２ 災害のリスクがある公共施設について移転・再編に向けた検討        

◆土砂災害の危険性の高いエリアに立地する公共施設（庁舎、病院、福祉施設）につ

いては、今後、土砂災害のリスクの低い中心市街地への移転や、防災対策により災

害のリスクを軽減して現位置での機能向上を図ることなどを検討します。 

◆一方で、中心市街地は浸水被害のリスクがあることから、安全性を確保するため、

地盤のかさ上げなどの対策や浸水時に施設機能を確保するための構造的な検討を

行い、より安全に利用することのできる公共施設となるよう機能向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

２－３ 降雪期でも安心・安全で快適に暮らせる消融雪設備の整備          

◆中心市街地において、今後、居住を誘導する上で降雪期も含め一年中、快適に暮ら

せる居住環境の整備が必要であるため、消融雪設備の整備による住みやすい空間確

保による移住・定住等を推進し、雪害に対応した都市空間を構築していきます。 

 

 

２－４ 教育施設の整備に向けた検討                       

◆教育環境の多様化や施設の老朽化、児童・生徒数の減少にともなう施設の有効活用

を図り、より豊かで快適な教育環境の中で子どもを育てられるまちづくりを推進す

るため、中心市街地内の公共用地の再配置により教育施設の整備を検討します。 
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３．公共交通の利便性向上による、車に依存しないまちづくりの施策 

３－１ 高齢者への公共交通利用支援                       

◆70歳以上の高齢者のうち、運転免許証自主返納者に対して交付していた公共交通機

関利用券の交付額をかさ上げし、高齢者がバスやタクシーなどの公共交通機関を利

用できる環境整備を強化します。 

◆75歳以上の高齢者の日常生活支援として、自宅から医療機関などへの送迎を行う外

出支援バスの運行を行い、誘導区域内の都市機能へのアクセス性を向上させます。 

 

３－２ 穴水駅経由への特急バスルート見直しによるアクセス性の確保        

◆町道「宇留地越の原線」の整備により、のと里山海道越の原 ICから中心市街地への

アクセス性が向上し、金沢方面へは、穴水 IC を経由するよりも距離が短縮された

ことから、都市間交通である特急バスのルートを見直すことで、金沢方面の高度医

療機関などを利用する高齢者の利便性を向上させることにより、自家用車を運転す

ることができない高齢者の交通手段として活用し、高齢者ドライバーの事故の軽減

につなげます。 

 

 

図．金沢方面へのルートの短縮イメージ  
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（３）都市のスポンジ化対策に係る施策 

１）低未利用土地利用等指針 

空き地・空き家等の低未利用土地が時間的・空間的にランダムに発生する都市のス

ポンジ化問題に対応するため、低未利用土地に対しては、適切な管理を促すだけでは

なく、有効利用を促すことが必要です。また、複数の土地の利用権等の交換・集約、

区画再編等を通じて、低未利用土地を一体敷地とすることにより活用促進につながる

場合、低未利用土地の地権者等と利用希望者とを行政がコーディネートすることなど

も検討していきます。 

 

①利用指針 

＜都市機能誘導区域内＞ 

広場など、商業施設、医療施設等の利用者の利便を高める施設としての利用を推奨 

＜居住誘導区域内＞ 

既存住宅の再生及び良好な居住環境整備のための敷地統合等による利用を推奨 

②管理指針 

＜空き家＞ 

定期的な空気の入れ換え等の適切な管理を行うこと 

＜空き地等＞ 

雑草の繁茂及び害虫の発生を予防するための定期的な除草や、不法投棄等を予防す

るための適切な措置を講じ、適切な管理を行うこと 

 

２）低未利用土地権利設定等促進事業区域 

①低未利用土地権利設定等促進事業区域の設定 

都市機能誘導区域又は居住誘導区域 

②低未利用土地権利設定等促進事業に関する事項 

促進すべき権利設定等の種類：地上権、賃借権、所有権等 

立地を誘導すべき誘導施設等：都市機能誘導区域における誘導施設、居住誘導区域

における住宅等 

 

（４）国の支援を受けて町が行う施策 

国の既存補助制度を活用した公的施設や都市基盤の整備等を今後も引き続き実施し

ていくほか、「都市構造再編集中支援事業（個別支援制度）」などの活用を検討していき

ます。 
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６－２．目標指標の設定 

「６－１（２）～（４）」で位置づけた各種誘導施策を計画的かつ一体的に推進し、以下

に掲げる目標指標の達成を目指します。 

 

①魅力とにぎわいのある中心市街地への移住・定住の促進に関する指標 

●居住誘導区域内の人口密度の確保 

 

 

 

 

 

 

 

②安全安心な都市空間の形成に関する指標 

●老朽化した公共施設の解消 

 

 

 

 

 

 

●居住誘導区域内における消融雪整備延長の増加 

 

 

 

 

 

 

③公共交通の利便性向上による、車に依存しないまちづくりに関する指標 

●公共交通（バス）の利用者数の維持 

 

 

 

 

 

 

  

現状（2018年） 

4件 

目標（2038年度） 

0件 

現状（2018年） 

555,017人／年 

目標（2038年度） 

555,000人／年 

目標（2035年度） 

24.1人/ha 24.4 人/ha 

現状（2015年時点） 

（年間商品販売額が最も高く、町に賑わ
いのあった 1991 年に近い 1990 年
の国勢調査時点の用途地域の人口密
度である 24.4 人/ha を確保する。） 

（将来的な人口減少が見込まれるなか、

利便性を確保し現状水準を維持） 

 

（現状の 4 施設を更新することで老朽
化した公共施設を 0 にする。） 

目標（2030年度） 

L＝1,593ｍ L＝2,708ｍ 

現状（2019年時点） 

（居住誘導区域内で町と県が追加整備
を行う道路延長 1,115m （町：
965m、県：150ｍ）） 
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●居住誘導区域内の人口密度の確保 

●老朽化した公共施設の解消 

●居住誘導区域内における消融雪整備延長の増加 

６－３．期待される効果 

前節で掲げた目標指標の達成により、以下に示すような効果が期待されます。 

 

①魅力とにぎわいのある中心市街地への移住・定住の促進に関する効果 

 

 

 

効果指標 現状値（H30） 効 果 備 考 

低未利用地の 

減少 
12.7ha 

移住定住を促進し、
中心市街地の賑わい
が向上する 

H29 都市計画基
礎調査より 

 

②安全安心な都市空間の形成に関する効果 

 

 

 

効果指標 現状値（H30） 効 果  備 考 

公共施設の維持

管理費の削減 
525,239千円 

統廃合を含めた老朽
化対策により、公共
施設の維持管理費が
削減される 

【目標年次までの 20
年間の累計で 2 億
円の削減】 

町決算資料より 

 

 

 

 

効果指標 現状値（R1） 効 果  備 考 

居住誘導区域内

の「生活道路の

整備」に対する

満足度の向上 

31.8％ 
H30町民アンケート調
査で「満足」、「やや
満足」と回答した人の

割合（穴水地区（大
町・川島）を対象） 

消融雪設備の整備に
より、冬季における
生活道路の環境が改
善することで、満足
度が向上する 

穴水地区（大町・
川島）のアンケ
ート調査結果の
「各種生活環境
の満足度」の結
果により算出 
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●公共交通（バス）の利用者数の維持 

 

③公共交通の利便性向上による、車に依存しないまちづくりに関する効果 

 

 

 

効果指標 現状値（H30） 効 果  備 考 

公共交通に関する 

財政負担の軽減 

（バス路線運行補

助額の削減） 

52,114千円 

公共バスの利便性の向
上と効率的な運行によ
り、バス利用者数を維
持し、将来のバス路線
運行補助額の増大が軽
減される 

【⇒16,000千円／年の

軽減】 

北陸鉄道資料

及び町決算資

料より 
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第７章．届出制度と計画の推進について 

７－１．届出制度 

（１）居住誘導区域外における届出の対象となる行為 

届出制度は、居住誘導区域外における住宅開発等の動きを把握するための制度で、居

住誘導区域外で以下の行為を行おうとする場合には、着手する 30 日前までに町長への

届出が義務付けられます。 

１）開発行為  

① ３戸以上の住宅（戸建て住宅、共同住宅等）の建築を目的とする開発行為 

② １戸又は２戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が 1,000 ㎡以

上のもの 

 

２）建築等行為  

① ３戸以上の住宅を新築しようとする場合 

② 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して、３戸以上の住宅とする場合 

  

【資料：都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要（国土交通省）を基に作成】 

開
発
行
為 

建
築
等
行
為 

①の例示 

届出が必要 

②の例示 

届出が必要 

届出が不要の例示 

届出は不要 

【住宅や共同住宅３戸の開発行為】 

【敷地面積 1,300 ㎡で１戸の開発行為】 

【敷地面積 800 ㎡で２戸の開発行為】 

【住宅や共同住宅３戸の建築行為】 

【１戸の建築行為】 

①②の例示 

届出が必要 

届出が不要の例示 

届出は不要 
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居住誘導区域 

立地適正化計画区域 

届出必要 

都市機能誘導区域 

誘導施設 届出必要 届出不要 

誘導施設 

 

（２）都市機能誘導区域外における届出の対象となる行為 

都市機能誘導区域外で誘導施設を対象に以下の行為を行おうとする場合には、着手す

る 30 日前までに町長への届出が義務付けられます。 

なお、この届出制度は開発行為等を禁止するものではなく、町が都市機能誘導区域外

における誘導施設の整備に関する動向を把握し、必要に応じて都市機能誘導区域内にお

いて町が実施する施策の情報提供等を行う機会を設けるためのものです。 

１）開発行為 

誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 

 

２）開発行為以外 

① 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合  

② 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合  

③ 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止についての届出 

都市機能誘導区域内の誘導施設を休止し、又は廃止しようとする場合には、その 30 日

前までに町長への届出が義務付けられます。 

【資料：都市計画運用指針における立地適正化計画に係る概要（国土交通省）を基に作成】 
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７－２．計画の推進 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

第１章でも示したとおり、本計画は、2039年度までを計画期間としていますが、本計

画策定後、５年ごとに施策の実施状況等を把握し、評価・分析を行うとともに、必要に

応じて委員会等を設置することで本計画の進捗状況や妥当性等を検証し、見直しを行い

ます。 

その結果により、必要に応じて居住誘導区域、都市機能誘導区域、誘導施設等を見直

し、新たな設定、位置づけを検討します。 

その際には、本計画のみならず、国・県等の総合的なまちづくりの方向性との整合を

図るとともに、穴水都市計画マスタープラン等の上位関連計画における各種関連施策の

位置づけなども踏まえるものとします。 

このように、計画の策定から各種施策の実施、達成状況の把握、目標の評価・検証及

び評価に基づく施策の改善の一連のＰＤＣＡサイクルの考え方を基本に本計画の進行

管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan Do 

Check Action 

【計画】 【実施・実行】 

【評価・検証】 【見直し・改善】 

■ 計画の策定 

■ 計画の見直し 

 

■ 各種施策の実施 

■ 評価に基づく施策

の改善（誘導区域、

誘導施設・施策等） 

■ 達成状況の把握 

■ 施策の評価・検証 

計画の 

進行管理 

図．ＰＤＣＡサイクルによる計画の進行管理 
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（２）協働・連携による計画推進 

本計画の推進にあたっては、町民、事業者、行政がそれぞれの立場を認識し、果たす

べき役割に応じて、協働で各種施策を効率的・効果的に展開していくことが望まれます。 

町民は、少子高齢社会に対応したコンパクト＆ネットワークのまちづくりについて理

解するとともに、町が進める各種まちづくりの施策に対し協力し、かつ、まちづくりの

主役は町民であることを自覚し、身近なまちづくりに積極的に参画していくことが求め

られます。 

事業者は、本計画の趣旨を理解し、町民生活を支える各種都市機能等の維持・向上と

ともに、都市機能誘導区域内への誘導施設の立地に努めることが求められます。 

行政は、本町のまちづくり上の課題やあるべき都市構造を念頭に、町民の快適、便利

で安全・安心な生活環境を維持・向上していくため、必要な都市基盤整備とともに、効

果的に誘導施策を展開し、居住及び都市機能の誘導を図っていきます。また、町民や事

業者がよりまちづくりに参画・貢献できるよう、各種支援や情報提供・発信等を行って

いきます。 

また、国・県が実施する誘導施策との連携や、今後も人口減少、少子高齢社会が進行

することが予想される中、本町のみならず周辺自治体との広域的な連携策の展開も進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協働・連携による計画推進 

国 周辺自治体 

県 

連 携 

事業者 

行 政 

図．協働・連携による計画推進のイメージ 

町 民 
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参考図 誘導区域とハザードエリアの関係について 

 

 

 

 

 

  

図．洪水浸水想定区域、土砂災害（特別）警戒区域・危険箇所と居住誘導区域、都市機能誘導区域の関係 
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１.策定までの経緯  

 

年 月 日 内 容 

平成 30 年８月 4 日 
第１回 穴水都市計画マスタープラン 

     穴水町  立 地 適 正 化 計 画  策定委員会 

平成 30 年 10 月 

～12 月 

アンケート調査の実施 

 （町民アンケート・中高生アンケート） 

平成 31 年３月 11 日 
第２回 穴水都市計画マスタープラン 

     穴水町  立 地 適 正 化 計 画  策定委員会 

令和元年６月 24 日 
第３回 穴水都市計画マスタープラン 

     穴水町  立 地 適 正 化 計 画  策定委員会 

令和元年 10 月 18 日 
第４回 穴水都市計画マスタープラン 

     穴水町  立 地 適 正 化 計 画  策定委員会 

令和２年２月６日 
第５回 穴水都市計画マスタープラン 

     穴水町  立 地 適 正 化 計 画  策定委員会 

令和２年４月４日 

      ～４月 28 日 
パブリックコメントの実施 

令和２年８月４日 
第６回 穴水都市計画マスタープラン 

     穴水町  立 地 適 正 化 計 画  策定委員会 

令和２年８月 31 日 穴水町都市計画審議会へ報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会の様子
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２.策定委員会要綱  

 

穴水都市計画マスタープラン及び穴水町立地適正化計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 都市計画法に基づく本町における土地利用に関する基本的な事項を一体的に定める計

画（以下「計画」という。）を策定するにあたり必要な検討を行うため、穴水都市計画マスタープ

ラン及び穴水町立地適正化計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（事業） 

第２条 委員会は、計画の策定に関し必要な事項を検討する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、１５人以内の委員で組織する。 

２ 委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 地域住民組織の代表 

(2) 都市計画関係者 

(3) 議会の代表 

(4) 学識経験者及び有識者 

(5) その他町長が必要と認める者 

３ 委員の任期は、委嘱の日から計画を策定する日までとする。  

 

（運営） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を総理し、委員会の議長を務める。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは又は委員長が欠けたときは、その職 

務を代理する。 

 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は、基盤整備課(現：地域整備課)において処理する。 

 

    附 則 

この要綱は、平成３０年７月４日から施行する。 
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３. 策定委員会名簿  

役 職 団 体 ・ 職 名 等 氏 名 備  考 

委員長 

金沢学院大学  

経営情報学部 教授 

(現：基礎教育機構特任教授) 

 竹村 裕樹  策定まで 

委 員 穴水町商工会 会長  高木 作之  策定まで 

  

穴水町農業委員会 委員長 
 中田 芳夫  令和２年７月まで 

   小西 幸藏  令和２年７月～策定まで 

  
穴水町区長町内会長 

連絡協議会 会長 

 熊野 信一  平成 31 年３月まで 

   坂尻 忠秀  平成 31 年４月～策定まで 

  穴水町まちなか再生協議会 

女性代表 
 舞谷 裕美  策定まで 

  

都市計画区域内議員 

 加世多 善洋  平成 31 年３月まで 

   伊藤 繁男  策定まで 

   大中 正司  策定まで 

  

石川県土木部  

都市計画課 課長 

 鈴見 裕司  平成 31 年３月まで 

  
 中村 博昭 

 平成 31 年４月 

～令和２年３月まで 

   浅井 豊弘  令和２年４月～策定まで 

  
石川県奥能登土木 

総合事務所 所長 

 森  裕人  平成 31 年３月まで 

   今井 洋  平成 31 年４月～策定まで 

 穴水町副町長  山岸 春雄  策定まで 
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４.用語集  

【英数】                 

UIJターン 

U ターンは、地方で生まれ育った人が、都心で

働いた後に、再び自分の出身地に戻り働くこと。 

Iターンは、都市部から出身地とは違う地方に

移住して働くこと。 

Ｊターンは、生まれ育った故郷から進学や就職

で都会に移住した後、故郷に近い地方都市に移

住すること。 

ＰＤＣＡサイクル 

計画（Plan）、実施・実行（Do）、評価・検証（Check）、

見直し・改善（Action）を繰り返し行い継続的

に目標管理を行う手法のこと。 

 

【あ行】                          

エリアメール 

気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、地

方公共団体が発信する災害・避難情報などを受

信することができる携帯電話向けサービスの

こと。 

Lアラート（エルアラート） 

災害情報共有システムのこと。地方公共団体・

電気、ガス、電話、交通などライフライン事業

者から発信される災害関連情報等を集約し、放

送局・アプリ事業者等の多様なメディアに迅速

に情報伝達を行うシステム。 

 

【か行】                 

開発行為 

主として建築物の建築または特定工作物の建

設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の

変更を行う行為のこと。 

建築等行為 

主として建築基準法に基づく建築物を建築す

る行為のこと。 

 

グループホーム 

高齢者や障害者、親と一緒に暮らせない子供な

ど生活に困難を抱えた人達が、専門スタッフ等

の援助を受けながら、小人数、一般の住宅で生

活する社会的介護、社会的養護の形態のこと。 

 

 

 

小売業年間販売額密度 

小売業における1年間の当該事業所における面

積当たりの有体商品（土地・建物などの不動産

及び株券、商品券、プリペイドカード、宝くじ、

切手などの有価証券の販売額は含めない）の販

売額のこと。 

コンパクトシティ 

郊外への都市的土地利用の拡散の抑制、中心市

街地の活性化等を図るため、暮らしに必要な諸

機能が近接し、効率的で持続可能な都市構造の

こと。 

 

【さ行】                 

浸水想定区域 

洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

め、想定し得る最大規模の降雨により河川が氾

濫した場合に浸水が想定される区域のこと。 

 

【た行】                 

第三セクター 

都市づくりなどのため、国または地方公共団体

と民間企業との共同出資によって設立された

事業体のこと。 

地価公示 

地価公示法(昭和44年法律第49号)に基づき、国

土交通省が毎年1回公示する標準地の価格のこ

と。「住宅地」「商業地」「宅地見込地」「準工業

地」「工業地」「市街化調整区域内宅地」「市街化

調整区域内林地」に分類される。 

中部の駅百選 

運輸省（2000年からは国土交通省）中部運輸局

管内の特徴ある駅で、1999年から2002年の４年

にわたって公募などで募集した駅から選ばれ

た100駅のこと。 

  



穴水町立地適正化計画 
 

  

94 

デイサービス 

送迎バスによってデイサービスセンターに通

い、さまざまなレクリエーションのほか、食事

や入浴といった生活援助サービスを合わせて

受けることができるサービスのこと。 

特別養護老人ホーム 

在宅での生活が困難な要介護の高齢者を受け

入れ、介護サービスを提供する施設のこと。「特

養（とくよう）」と略して呼ばれる。 

介護保険施設のひとつで、「介護老人福祉施設」

ともいう。 

都市計画区域 

一体の都市として総合的に整備、開発および保

全する必要がある区域として、都市計画法に基

づき都道府県が指定する区域のこと。 

都市計画道路 

都市計画法に基づき道路として都市計画決定

された都市施設のこと。 

土砂災害警戒区域 

土砂災害が発生した場合、住民の生命または身

体に危害が生ずる恐れがあると認められる区

域で、土砂災害防止法により県知事が指定した

土地の区域のこと。 

 

【な行】                 

二次交通 

拠点となる空港や鉄道の駅から観光地までの

交通のこと。 

 

【は行】                 

ハザードエリア 

土砂災害や津波、浸水被害が想定される危険な

区域のこと。 

パブリックコメント 

町の重要な政策等の策定過程において、あらか

じめその案を公表し、広く町民から意見を募集

する手続きのこと。 

 

【や行】                 

要介護者 

次のいずれかに該当する方のこと。 

1.要介護状態にある65歳以上の方(第一号被保

険者) 

2.要介護状態にある40歳以上65歳未満の方で、

政令で定められた特定疾病により要介護状

態になった方(第二号被保険者) 

用途地域 

都市計画法に基づき用途の混在を防ぐことを

目的として定められる地域地区のこと。住居、

商業、工業など市街地の大枠としての土地利用

を定めている。 

 

【ら行】                    

リニューアル 

再生、改装のこと。 

 

 

 

 

 



 

 

 




